
 

 

 

 

玉野市一般廃棄物処理基本計画 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和６年３月 

 

玉野市 



  



目  次 
 

 



 

  



第１章 計画策定の概要 

1.1 計画策定の背景と目的 

平成 25 年度、玉野市（以下、「本市」という。）では平成 26 年度から令和５年度までの

10 年間を計画期間とする「玉野市一般廃棄物処理基本計画」（以下、「既定計画」という。）

を策定し、本市内におけるごみ及び生活排水の適正な排出、運搬、処理・処分のための基

本方針を定め、ごみ削減推進や分別徹底、資源化促進に資する施策等を策定・実行してき

ました。 

既定計画の策定以来、国においては平成 30 年４月に「第５次環境基本計画」が、平成 30

年６月には「第４次循環型社会形成推進基本計画」が閣議決定され、さらには令和元年 10

月に「食品ロスの削減の推進に関する法律」（以下、「食品ロス削減推進法」という。）が、

令和４年４月には「プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律」（以下、「プラス

チック資源循環促進法」という。）が施行されるなど、廃棄物処理を取り巻く社会情勢に大

きな変化が生じています。 

令和５年度、既定計画における計画期間が満了となったことで計画見直しの時期を迎え

たことから、本市における循環型社会の形成を推進するために、近年の廃棄物処理を取り

巻く社会情勢の変化や本市の地域特性を考慮しつつも、現状に即した更なるごみの減量、

分別徹底や資源化促進を行うものとし、本市における新たな「玉野市一般廃棄物処理基本

計画」（以下、「本計画」という。）を策定します。 

  



1.2 計画の位置づけ 

本計画は、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律（昭和 45年法律第 137 号）」（以下、「廃

棄物処理法」という。）第６条第 1項の規定に基づいて策定するものであり、図表 1-1 に示

すとおり、国の法律や計画、県や本市の上位計画と整合するものとします。また、食品ロ

ス削減推進法第 13 条第 1項の規定に基づき、本計画において本市の「食品ロスの削減の推

進に関する計画」（以下、「食品ロス削減推進計画」という。）を策定するものとします。 



1.3 計画期間及び目標年度 

「ごみ処理基本計画策定指針」（平成 28 年９月改訂/環境省）により、一般廃棄物処理基

本計画の計画期間は 10～15 年とされています。また、おおむね５年後に中間見直し（改訂）

を行い、計画策定の前提となる諸条件に大きな変動があった際にも新たに計画の見直しが

必要とされています。以上のことから本市では、既定計画が計画期間の満了を迎えたこと

や、廃棄物処理を取り巻く社会情勢が大きく変化していることからも、本市の実情に合わ

せ新たに本計画を策定するものとします。 

図表 1-2 に示すとおり、本計画は令和３年度を基準年度とし、初年度を令和６年度、数

値目標年度を令和 10 年度、長期目標年度を令和 15 年度とする、計画期間 10 年間の計画と

します。 

1.4 計画の対象 

本計画の対象区域は本市の行政区域内全域を対象とします。本計画の対象とする廃棄物

は図表 1-3 のとおりです。 
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1.5 本計画における用語定義 

本計画においては、「ごみ発生量」のうち、ごみとして排出された量を「ごみ総排出量」

と定義します。また、ごみ総排出量から「集団回収量」を除いた量を「ごみ排出量」と定義

します。ごみ総排出量は、「生活系ごみ」と「事業系ごみ」に２分されます。環境省が毎年

集計、公表している一般廃棄物処理実態調査においては、生活系ごみから資源物（集団回

収量＋資源ごみ）を除く量を「家庭排出ごみ」と定義されていますが、本計画においては、

「生活系ごみ」、「事業系ごみ」との統一を図り、「家庭系ごみ」と定義します。 

なお、「事業所ごみ」は一般的な廃棄物処理に関する用語としては用いられませんが、既

定計画においては、事業系ごみから資源ごみを除く量として定義をしていました。よって

本計画においては、既定計画との目標値比較の際にのみ用いるものとします。 

 



1.6 計画の進行管理 

1.6.1 進行管理手法 

本計画を計画期間 10 年間という長期にわたって実施し、目標値を達成していくために

は、各施策の実施状況や目標の達成状況を定期的に確認・評価し、必要と思われる対策の

実施や検討が重要となります。よって本市では、本計画における施策の実施状況や実績、

課題を把握し、改善対策や検討事項を「一般廃棄物処理実施計画」に毎年掲載、公表する

ものとします。 

 

 

  



第２章 基本的事項 

2.1 地域の概況 

本市は、岡山県の南端中央部、児島半島の基部に位置しており、東西 16.2km、南北 14.3km、

市の総面積は 103.58km２ （全国都道府県市町別面積調：令和５年７月１日時点）で、北部

は県都岡山市、西部は倉敷市に接し、東部と南部は瀬戸内海の美しい自然環境に恵まれた

風光明媚で気候の温暖なところです。 

市域の約 60％は山地で、大きな河川もなく、特に海岸部は花崗岩質の山麓が海に迫り、

複雑な海岸線を形成しています。一方、平野部は約 40％で、その大部分を東地域（東児・

山田）と西北地域（荘内・七区干拓地）などの農村地帯が占めており、海岸部の平地は埋

立造成地を中心に集落を形成しています。 

 



2.2 人口の概況 

本市の令和４年度末の人口は 55,486 人、世帯数は 27,016 世帯（2.05 人/世帯）です。 

過去 10 年間における人口及び世帯数の推移をみると、世帯数よりも人口の減少幅が大き

いため、世帯当たりの人員数が減少し、核家族化の進行がみられます。 

年齢別人口の分布については、男女とも団塊の世代（70 歳周辺）と団塊ジュニア（45 歳

周辺）の世代に人口のピークがみられ、年齢３区分人口でみると、年少人口（0～14 歳）は

市全体の約 10％、生産年齢人口（15～64 歳）は約 51％、老年人口（65 歳以上）は約 39％

で、高齢化の進んだ人口構造（超高齢化社会）となっています。 
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2.3 産業の概況 

本市における令和２年の就業

者数(15 歳以上の就業者)は

24,893 人で、産業３類型別の構

成比では､第３次産業が 62％を

占め最も多く､次いで第２次産

業が 31％、第１次産業が３％、

分類不能の産業が４％となって

います。 

また、これを産業大分類別の

就業者数でみると、製造業が突

出して高く、次いで卸売業・小売

業、医療・福祉等がこれに続いて

います。 

 

 

 

 

 



2.4 土地利用の状況 

本市の土地利用状況において地目別面積（課税対象地面積：41.079 千ｍ２）の割合は、山

林が 33.3％で最も多く、次いで農用地（田・畑）が 28.4％、宅地（住宅・商業・工業用地）

が 25.3％等となっています。なお、宅地のうち、工業用地や住宅用地の一部は、臨海地域

の埋立によって造成されたものです。 
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2.5 将来計画等 

2.5.1 玉野市総合計画 

本市では、令和５年４月に「玉野市総合計画」を策定し、玉野市の将来像を『誰もが行

ってみたい、住み続けたいまち ～たまので育つ、TAMANO が育つ～ 』と定めており、「希

望をもって安心して子育てできるまち」、「心豊かな人生がおくれる文化が薫るまち」、「住

み慣れた地域で、健康で元気に暮らせるまち」、「自ら備え、支えあい、助けあう、安全安

心のまち」、「来て、見て、住みたい、にぎわいあふれるまち」、「美しい自然と快適な都市

機能を未来につなぐまち」、「みんなで創る一人ひとりの個性と能力が輝くまち」、「市民か

ら信頼され、時代のニーズに応える持続可能なまち」の８つの基本方針（政策）を柱に 27

の施策を位置付けて、まちづくりを進めています。 

 

 



2.5.2 新玉野市環境基本計画 

平成 24 年３月に策定した「新玉野市環境基本計画」では、今後 10 年間程度（令和３年

度）を計画期間とし、『安全・循環・共生～みんなで築く持続可能な環境都市 たまの』の

実現を目指して、「安全で快適な生活環境の保全」、「地球にやさしい低炭素社会の構築」、

「資源がまわる循環型社会の構築」、「自然と人が共生する自然共生社会の構築」、「次世代

につながる市民の力の育成」の５つの基本目標のもと、13 の基本施策を掲げ、市民、事業

者、行政が協働して施策を展開しています。 

 

 



第３章 ごみ処理基本計画 

3.1 本市のごみ処理の概要 

3.1.1 ごみ処理行政の経緯 

本市における、直近 10年間のごみ処理行政の経緯を以下に示します。 

   



3.1.2 ごみ処理事業体制 

本市における、ごみ処理事業に関連する体制と主な業務内容を以下に示します。なお、

西清掃センターにおける職員は民間委託となっています。 

 

 

  



3.1.3 ごみの分別・排出方法と収集・運搬体制 

（１）ごみの分別区分 

本市では以下のとおりごみの分別区分を設けており、これに従った適切なごみの分別排

出を求めています。 

 

 

（２）ごみの排出方法及び収集・運搬体制 

本市では以下のとおりごみの排出・収集方法等を定め、直営及び収集運搬許可業者への

委託によってごみの収集・運搬を行っています。事業所・企業等から排出される事業系ご

み（事業系一般廃棄物）は、令和３年度末にステーション排出制度を廃止しており、現在

は主として許可業者による収集・運搬となっています。なお、現在の本市のごみ排出量は、

これまでに本市が収集運搬を許可した事業者が保有する車両及び人員で十分に収集・運搬

が可能であると判断していることから、原則として新たな許可は行わないものとします。 

また、本市では図表 3-6 に示すとおり、市民の集団回収（資源ごみ回収推進団体）によ

る資源ごみ回収と、事業者等の店頭回収（ごみ減量化・資源化協力店）による資源ごみ回

収を行っています。 

  



 

 

（３）事業系一般廃棄物について 

事業系一般廃棄物とは、事業活動に伴って生じた廃棄物のうち、産業廃棄物以外のもの

です。事業系一般廃棄物を排出する際は、正しく分別を行い、市の処理・処分施設へ直接

搬入するか、市の許可を受けた一般廃棄物収集運搬業者に委託をする必要があります（い

ずれも有料）。なお、資源となるものは資源回収業者に引き取ってもらうか、一般廃棄物・

産業廃棄物収集運搬業者を通じて引き取ってもらうこともできます。 

 
 



3.1.4 ごみ処理・処分体制 

（１）ごみ処理フロ— 

本市における、ごみ処理・処分の流れを以下に示します。 

 

  



（２）中間処理の現状 

ごみ処理フロー図に示すとおり、本市にて排出されたごみは、直接最終処分される不燃

物 A 及び危険性のものや直接資源化物を除き、ごみ焼却施設・粗大ごみ処理施設・資源化

施設へそれぞれ搬入し、中間処理や一時貯留をします。その後、資源化可能なものは資源

化業者へ引き渡し（無償、有償または逆有償）、可燃性残渣はごみ焼却施設にて焼却します。

各施設の概要は以下のとおりです。 

  



（３）最終処分の現状 

ごみ処理フロー図に示すとおり、本市では中間処理後の焼却灰、不燃性残渣及び直接最

終処分対象物（不燃物 A及び危険性のもの（乾電池を除く））等は最終処分場にて埋立処分

をしています。施設の概要は以下のとおりです。 

 

3.1.5 ごみ処理経費 

本市の過去５年間（平成 30～令和４年度）におけるごみ処理経費の実績は、以下に示す

とおりです。令和４年度時点のごみ処理経費は前年度比で約 989 万円減少しましたが、令

和４年度には市民１人当たり経費が約１万７千円、ごみ１t 当たり経費が約５万円となり

ました。人口減少により１人当たりのごみ処理経費の負担割合が増加している影響や、令

和２年度から令和４年度においては、次期施設の供用開始まで老朽化した現施設の稼働を

維持するため、補修を行った影響で、現状は増加傾向となっています。 

 

 
 



3.1.6 ごみ処理の評価 

（１）国及び県、県内市町村との比較 

環境省の一般廃棄物処理実態調査結果（令和３年度実績）をもとに、１人１日当たりご

み総排出量、資源化率及び最終処分率について、国、県及び岡山県内の市町村と比較した

結果は以下のとおりです。 

令和３年度時点での本市の１人１日当たりごみ総排出量は県内ワースト１位の排出量で

あり、岡山県平均や全国平均と比較しても 150 グラム以上排出量が多い現状にあります。

令和４年度には排出量が減少しており、これは事業系ごみのステーション排出制度を廃止

したことや、家庭系ごみ有料化制度の効果によるものであると考えられます。令和３年度

時点での資源化率※は県内ワースト４位であり、岡山県及び全国平均よりも下回る結果とな

りました。令和４年度には 0.7 ポイント上昇しました。令和３年度時点での最終処分率は

県内ワースト１位であり、岡山県及び全国平均よりも上回る結果となりました。令和４年

度には 0.5 ポイント減少しました。 
※直接資源化量＋集団回収量＋中間処理後再生利用量(溶融スラグ、固形燃料化（RDF・RPF）、焼却灰・飛灰のセメント原料化

及び飛灰の山元還元等を含む) 



（２）国及び県、県内市町村との指標比較 

以下に示すレーダーチャートは、岡山県平均値及び全国平均値をそれぞれ 100 とする指

標で表しており、数値が大きくなるほど良好な結果を示しています。本市は、「１人１日当

たりごみ総排出量」、「資源化率※1」、「最終処分率」及び「１人当たり年間ごみ処理経費※２」

のすべての項目で評価が低い状況にあります。特に「最終処分率」については、岡山県平

均値及び全国平均値を大きく下回っており、処理コストとのバランス等も考慮しつつ、ご

みの減量・資源化率向上対策の徹底・強化を図っていく必要があります。 
※1直接資源化量＋集団回収量＋中間処理後再生利用量(溶融スラグ、固形燃料化（RDF・RPF）、焼却灰・飛灰のセメント原料

化及び飛灰の山元還元等を含む) 

※2 ごみの処理・処分に係る維持管理費で組合分担金を含む（建設改良費及びその他経費を除く） 

 

 



3.2 市民・事業所の廃棄物等に対する意識調査 

3.2.1 意識調査の概要 

市民並びに事業者に対し、無記名式の意識調査を実施しました。この意識調査では、市

民と事業所におけるごみの分別や減量、分別収集、資源化、食品ロス、製品プラスチック

及び生活排水に関する日ごろの意識や行動等についての設問を設けており、施策策定や目

標値設定の基礎資料とします。 

 

 

 



3.2.2 意識調査結果の概要 

（１）回答回収数 

意識調査の回答回収数の内訳及び回収率は以下のとおりです。 

 

 

 

（２）市民意識調査結果 

市民意識調査により得られた回答のうち、目標値設定の根拠として用いた設問とその回

答割合について以下のとおり示します。 

玉野市のごみ問題等に関する関心の程度についての設問を設けたところ、「大いにある」

と回答した人の割合は 25.5％、「ある程度ある」は 57.2％であり、合計 82.7％の人がごみ

問題に対して関心がある結果となりました。なお、既定計画時の市民意識調査では、「大い

にある」は 30.5％、「ある程度ある」は 56.8％であり、合計 87.3％であったことから、4.6

ポイントの減少となりました。 

また今回の市民意識調査では新たに食品ロスに関する設問も設けており、食品ロスが出

ないように心掛けているか、という設問に対し、「いつもしっかり実践している」と回答し

た人の割合は 51.2％、「時々実践しており、今後もっと実践したい」が 31.5％、「日ごろ実

践していないが、今後はもっと実践したい」は 4.7％と、今後は食品ロスが出ないように心

掛けると回答した人の合計割合は 36.2％でした。 

さらに、日ごろの分別・排出方法についての設問も設けています。古紙類（紙パック・シ

ュレッダーごみ・新聞紙・雑誌・広告類・ノート・小さな雑紙）とその他プラスチック製容

器包装・ペットボトルの正しい分別排出方法は「資源ごみ」への排出ですが、古紙類では

誤った分別回収方法の回答割合が平均 29.1％あり、その他プラスチック製容器包装・ペッ

トボトルでは誤った分別回収方法の回答割合が平均 9.9％となりました。 

 

 



 

 

 

 

  



（３）事業者意識調査結果 

事業者意識調査により得られた回答のうち、目標値設定の根拠として用いた設問とその

回答割合について以下のとおり示します。 

本市では、産業廃棄物が事業系一般廃棄物として誤って排出されている現状にあり、事

業系一般廃棄物と産業廃棄物の区分について事業者が正しく認識できているか、いくつか

の設問を設けることで調査を行いました。図表 3-21（１）に示す事業系一般廃棄物と産業

廃棄物の区分についての認識を問う設問では、「認識している」と回答した事業者の割合は

87.9％でした。また、事業系ごみの分別・排出方法についての認識を問う設問では、「認識

している。適切に分別・排出できている」と回答した事業者の割合は 83.6％でした。 

しかし、図表 3-21（２）に示す、日ごろ実際に行っている分別・排出方法を問う設問で

は、全分別品目での総回答数 3,950 件に対し、事業系一般廃棄物と産業廃棄物の区分を正

しく認識している回答は 662 件、間違えて認識している回答は 583 件あり、「その他の回

答」を除いた場合のそれぞれの回答割合は、正しく認識している回答は 53.2％、間違えて

認識している回答は 46.8％で、およそ半数の事業者が事業系一般廃棄物と産業廃棄物の区

分を間違えて認識しているという結果となりました。 

 

 

 

 

  



 

 

 

  

 

 

 

 

 



3.3 ごみ組成調査 

3.3.1 ごみ組成調査の概要 

玉野市内の一般家庭から排出されているごみについて、削減可能なものや分別不徹底物

等の混入など、実際の排出状況を把握することを目的に組成調査を実施しました。 

 

 

 

 

 



3.3.2 ごみ組成調査の分類項目 

分類項目は図表 3-23 から図表 3-25 とおりです。燃やせるごみは 40 分類、その他プラス

チック製容器包装は 48分類、不燃物 Bは 48 分類とし、調査を実施しました。 

 

 



 

 



 

 



3.3.3 ごみ組成調査結果 

各調査対象別結果について、調査結果の詳細を以下のとおり示します。 

 

燃やせるごみでは、適正に排出されているごみは約 55％であり、他の調査対象と比べる

と低い結果となりました。分別間違いのごみは約 3％と低いですが、削減可能なごみが約

11％（手つかず食品が約 4％、食べ残しが約 7％）排出されており、排出量の削減対策が必

要です。資源化可能なごみは特に排出量が多く、約 31％（紙類が約 15％、プラスチック類

が約 16％）排出されており、更なる分別徹底の対策が必要です。 

 

その他プラスチック製容器包装では、適正に排出されているごみが約 88％と高い結果と

なりました。しかし資源化可能なごみが約 9％排出されており、汚れた容器包装プラの排出

が大部分を占める結果となりました。本市において、その他プラスチック製容器包装は軽

く洗って乾かして排出するのが正しい排出方法であり、軽く洗っても汚れが落ちないもの

は燃やせるごみに排出することとしています。正しく分別を行うことで、資源化率の向上

と排出量の減量が見込めるため、更なる分別徹底の対策が必要です。 

 

不燃物 Bでは、適正に排出されているごみが約 73％と比較的高い結果となりました。し

かし、分別間違いのごみが約 22％あり、そのうち粗大ごみである小型家電（コードが 50cm

以上あるもの）が約 12％排出されていました。本市において、小型家電（コードが 50cm 以

上あるもの）はコードを 50cm 以内に切って排出するのが正しい排出方法としています。正

しい分別・排出方法の周知など、更なる分別徹底の対策が必要です。 

 



 

 



 

 
 

  



 

 



3.4 ごみの排出量実績 

3.4.1 ごみ総排出量 

本市の過去５年間（平成 30～令和４年度）におけるごみ総排出量及び１人１日当たりご

み総排出量の実績は、以下に示すとおりです。令和４年度の年間ごみ総排出量（生活系ご

み＋事業系ごみ）は 19,629 トンで、前年度から 2,850 トン（▲12.7％）の減少となってい

ます。1 人 1 日当たりごみ総排出量は、令和４年度に 960.5 グラムとなっており、前年度

から 117.9 グラム（▲10.9％）の減少となっています。 

 

  



 



3.4.2 生活系ごみ排出量 

本市の過去５年間（平成 30～令和４年度）における生活系ごみ排出量及び１人１日当た

りごみ排出量の実績は、以下に示すとおりです。令和４年度の年間生活系ごみ排出量は

13,249 トンで、前年度から 4,089 トン（▲23.6％）の減少となっています。１人１日当た

り生活系ごみ排出量は、令和４年度 648.3 グラムとなっており、前年度から 183.5 グラム

（▲22.1％）の減少となっています。 

本市では、令和３年度末に事業系ごみのステーション排出制度を廃止したことにより、

生活系ごみが減少し事業系ごみは増加しています。また、令和４年度から家庭系ごみ有料

化制度を導入したことにより、燃やせるごみ、不燃物 A 及び不燃物 B の減量に一定の効果

が表れています。 

 

 



3.4.3 家庭系ごみ排出量 

本市の過去５年間（平成 30～令和４年度）における家庭系ごみ排出量（資源ごみ及び集

団回収量を除く）及び１人１日当たりごみ排出量の実績は、以下に示すとおりです。令和

４年度の年間家庭系ごみ排出量は 10,755 トンで、前年度から 3,999 トン（▲27.1％）の減

少となっています。１人１日当たり家庭系ごみ排出量は、令和４年度 526.3 グラムとなっ

ており、前年度から 181.5 グラム（▲25.6％）の減少となっています。 

 



3.4.4 事業系ごみ排出量 

本市の過去５年間（平成 30～令和４年度）における事業系ごみ排出量及び１日当たりご

み排出量の実績は、以下に示すとおりです。令和４年度の年間事業系ごみ排出量は 6,380

トンで、前年度から 1,239 トン（＋24.1％）の増加となっています。１日当たり事業系ご

み排出量は、令和４年度 17.48 トンとなっており、前年度から 3.4 トン（＋24.1％）の増

加となっています。 

 

 

 

 

  



3.4.5 資源化量及び資源化率 

本市の過去５年間（平成 30～令和４年度）における資源化量及び資源化率の実績は以下

に示すとおりです。令和４年度の年間資源化量は 2,658 トンで、前年度から 212 トンの減

少となっています。資源化率は、令和４年度に 13.5％となっており、前年度から 0.7 ポイ

ントの増加となっています。 

 

 

 

 

  



3.4.6 最終処分量及び最終処分率 

本市の過去５年間（平成 30～令和４年度）における最終処分量及び最終処分率の実績は

以下に示すとおりです。令和４年度の年間資源化量は 3,368 トンで、前年度から 577 トン

の減少となっています。最終処分率は、令和４年度に 17.8％となっており、前年度から 0.4

ポイントの減少となっています。 

 

 



3.4.7 ごみの性状 

本市の過去５年間（平成 30～令和４年度）におけるごみの性状は、以下に示すとおりで

す。５年間平均では、可燃性のごみの種類組成（乾ベース）は紙・布類の 40.3％が最も多

く、次いで木・竹・わら類の 20.5％、ビニール・合成樹脂・ゴム・皮革類は 19.7％となっ

ています。単位容積重量は、平均値が 177.7kg/m3 となっています。三成分では可燃分が

50.8％と最も多く、次いで水分が 44.2％、灰分が 5.0％となっています。定位発熱量は

9,456kJ/kg となっています。 

 

 

 

  



3.5 ごみ処理に関する課題 

3.5.1 ごみ処理に関する課題 

（１）既定計画時目標値の達成状況（将来見込値との比較） 

既定計画における目標値の達成状況は、以下に示すとおりです。生活系ごみ排出量、家

庭系ごみ排出量及び最終処分量については、令和５年度において達成可能な見込みです。

一方、ごみ総排出量、事業所ごみ排出量及び資源化率については、令和５年度の達成が困

難な状況です。 

 

 
 

（２）１人１日当たりごみ総排出量削減（排出抑制）の推進 

今後、本市においては人口減少が予測されることから、ごみ総排出量も自然に減少して

いくものと思われますが、市民一人ひとりがごみの排出抑制に主体的に取り組んでいくこ

とが重要です。 

① 生活系ごみ 

生活系ごみ排出量は、ごみ総排出量の約７割（令和４年度実績）を占めています。特に

家庭系ごみ排出量については、令和３年度末に事業系ごみのステーション排出制度を廃止

し、令和４年度から家庭系ごみ有料化制度を導入したことにより３割程度削減されました

が、他自治体に比べ排出量が多い状況が続いています。今後はより一層、ごみになるもの

を減らす発生回避や排出抑制（使い捨てプラスチック製品の使用抑制、食品ロス削減及び

生ごみの水切り等）に努めるとともに、ごみと資源物の分別を徹底するなど、市民の取り

組みを強化する必要があります。 

  



② 事業系ごみ 

事業系ごみは、令和３年度末にステーション排出制度を廃止したことにより、許可業者

収集量が前年度（令和３年度）比で 2,000ｔ程度増加しました。これにより、ごみ総排出量

の約３割の水準となりましたが、他自治体に比べて多い水準ではなく、生活系ごみに紛れ

て排出されていた事業系ごみが顕在化したものです。事業系ごみ排出量はこれまで増減を

繰り返しながら推移しており、継続的な減少傾向はみられません。特に燃やせるごみにつ

いては、家庭系ごみと同様に排出量の大半を占めており、事業者による排出抑制やごみと

資源物の分別徹底などをより一層進める必要があります。また、事業者によるごみ減量の

取り組みを促進するため、本市独自の減量化目標の設定についても検討する必要がありま

す。 

（３）資源化の推進 

資源化量は、ここ数年減少する傾向にありますが、令和４年度のごみ総排出量が大幅に

削減されたことにより、資源化率は前年度（令和３年度）比で 0.7 ポイント向上していま

す。しかし、既定計画目標値（令和５年度に 20％以上）との差は令和５年度将来見込値に

おいて 6.6 ポイントあり、令和５年度での達成は困難な見込みです。資源化率の向上に向

け、より効果が得られる施策を導入することが不可欠です。 

① 生活系ごみ（主に集団回収量や資源ごみ） 

市民による取り組みを拡大・発展させるため、資源物の分別徹底に向けた普及啓発や情

報発信、効率的かつ効果的な収集・回収方法の検討、リサイクルプラザ活用の推進のため

の市民団体・事業者との連携・協力、拠点回収の回収場所増設及び生ごみ処理容器の普及

促進等について検討する必要があります。 

② 事業系ごみ 

焼却対象となる燃やせるごみの減量、資源物の分別の徹底をより一層促進するため、市

の焼却工場での受入料金の改定や資源物・産業廃棄物の搬入禁止等について対策を検討す

るとともに、店舗や事業所の空きスペースでの店頭回収の推進、拡大生産者責任に基づく

使用済み製品や容器の自主回収を促進するための情報提供等を検討する必要があります。 

また、市庁舎等から排出される事業系ごみについては、市自らが大規模事業所のごみ減

量推進のモデルとなるよう、職場単位でのごみ減量、資源物の分別徹底等に努めます。 

 

（４）最終処分量の削減 

最終処分量は、令和元年度以降、減少傾向にありますが、他自治体に比べ大幅に多い状

況です。とりわけ直接最終処分量は、岡山市（人口規模 12倍程度）の約半分の量です。ご

みと資源物の分別を徹底するなど、市民の取り組みを強化するとともに、最終処分量の削

減に向け、より効果が得られる施策を導入することが必要です。  



3.6 本市における目標値の設定 

本市においては、令和５年４月に策定した「玉野市総合計画」に一般廃棄物処理に関す

る目標値を示しており、令和８年度に１人１日当たりごみ総排出量 900 グラムを目標とし

ています。しかし、各種削減対策や施策等の実施度合いが現状のままであった場合、本市

の令和８年度の１人１日当たりごみ総排出量は 933.0 グラムとなる見込みです。 

よって本市では、令和８年度に玉野市総合計画目標値 900 グラムをおおむね達成しつつ

も（令和８年度将来見込値：903.2 グラム）、本計画の数値目標年度である令和 10 年度には

玉野市総合計画目標値よりもさらに高い目標値である、

とすることを目標とします。 

 

3.6.1 生活系ごみの目標値 

生活系ごみのうち収集される生活系燃やせるごみは７割以上を占めており、収集される

生活系燃やせるごみが本市のごみ排出量に及ぼす影響は大きいものであることから、目標

設定の対象とすることとします。令和４年度、それまで横ばい傾向にあった収集される生

活系燃やせるごみは大幅な減少となりました。これは、令和３年度末に事業系ごみのステ

ーション排出制度を廃止したほか、令和４年度から家庭系ごみ有料化制度を導入した効果

が表れたものと思われます。 

よって、今後生活系ごみ排出量が増加傾向に転じないよう現状の減少傾向の維持を目標

に、以下のとおり「 」と、「 」を設定します。 

 

 

 

 



目標① 削減目標 

ごみ組成調査の結果から、収集される生活系燃やせるごみの中には「手つかず食品・食

べ残し」が 10.79％、１人１日当たり排出量では 49.2 グラムが含まれていると算出されま

した。手つかず食品や食べ残しなどの食品ロスは、本来消費されるはずだった食品であり

燃やせるごみとして排出されるべきものではありません。よって、手つかず食品・食べ残

しを「削減可能」な項目として、目標設定の対象とします。 

市民意識調査において、「食品ロスが出ないようにしている」という取り組みの日ごろの

実践度合いを調査したところ、「今後もっと実践したい」と回答した市民は でした。

食品ロス削減に関する施策に取り組むことで、この回答割合のうちおよそ７割の の

市民が「いつもしっかり実践する」ようになることを見込み、協力度として設定します。 

よって、収集される生活系燃やせるごみとして排出されている手つかず食品・食べ残し

について、削減対策等の実施度合いが現状のままであった場合の令和 10年度の将来見込値

（単純推計）から、１人１日当たり排出量 を目指します。 

 

 

 

 

 

 

  



目標② 資源化目標 

ごみ組成調査の結果から、収集される生活系燃やせるごみの中には「紙類」が 15.36％排

出されており、１人１日当たり排出量では 70.1 グラムが排出されていると算出されまし

た。同様に「プラスチック類※」では 15.83％の排出割合で、72.2 グラムが排出されている

と算出されました。本市においては紙類及びプラスチック類は資源ごみであるため、収集

される生活系燃やせるごみのうち30％以上をこれらの資源ごみが占めている状況にありま

す。よって、燃やせるごみ排出量削減や資源化率向上のため、「紙類」及び「プラスチック

類※」を「資源化可能」な項目として、目標設定の対象とします。 

市民意識調査において、本市のごみの分別方法やごみ減量、リサイクル等のごみに関す

る問題の関心度を調査しました。この設問に対して関心が「大いにある」「ある程度ある」

と回答した市民のうち、紙類及びその他プラスチック製容器包装・ペットボトルの日ごろ

の分別・排出方法に関する設問で「誤った分別・排出方法を回答」をした市民は で

した（図表 3-41 に示すクロス集計結果より）。ごみの資源化や正しい分別方法に関する施

策に取り組むことで、この回答割合のうちおよそ８割の の市民が適切に分別・排出す

るようになると見込み、協力度として設定します。 

よって収集される生活系燃やせるごみとして排出されている紙類及びプラスチック類※

について、資源化対策等の実施度合いが現状のままであった場合の令和 10 年度の将来見込

値（単純推計）から、紙類は１人１日当たり排出量 を、プラスチック

類※は を目標とします。 
※プラスチック類：ペットボトル、容器包装プラ、レジ袋等 

 

 
 

 

 

  



3.6.2 事業系ごみ 

事業系ごみは事業活動に伴って排出されることから、事業活動が活発になれば排出量も

増加し、事業種別や事業規模の違いによっても排出量が増減するものです。よって他市町

との比較等では、本市の事業系ごみの排出量を評価することは不十分であるといえます。 

しかし、本市においては不定期で実施している展開検査により、事業系一般廃棄物の中に

産業廃棄物が混入していることを確認しています。本市では違反行為者に対して事業所へ

の立ち入り調査を実施し、改善が見られない場合に勧告書による改善計画の提出要求を求

め、それでも改善が見られない事業者には搬入停止処分の措置を講じる場合もあります。 

また、事業系一般廃棄物と産業廃棄物の区分・排出方法を正しく認識できていない事業

者も見受けられることから、これらを踏まえ、「 」による削減目標を

設定します。 

 

目標③ 分別徹底目標 

事業者意識調査にて、事業系一般廃棄物と産業廃棄物の区分を「認識している」と回

答した事業者のうち、日ごろの分別・排出方法を問う設問で事業系一般廃棄物と産業廃

棄物の区分を誤って回答した事業者の割合は、 （図表 3-43 クロス集計結果より）

でした。ごみの区分や分別方法の周知徹底を図るなど、分別徹底に関する施策に取り組

むことで、この回答割合のうちおよそ８割の の事業者が適切に分別・排出するよう

になると見込み、協力度として設定します。 

よって、分別徹底対策等の実施度合いが現状のままであった場合の令和 10 年度の将来

見込値（単純推計）から、事業系許可業者搬入ごみは を、

事業系直接搬入ごみは を目標とします。 

 

 

 

  



 

 

 

 

3.6.3 目標値総括 

ごみの削減・資源化・分別徹底等に対する対策の実施度合いが、現状の傾向のまま推移

した場合の将来見込値（単純推計）に対して、目標①～③の目標を設定しごみの削減や資

源化対策、分別徹底対策等を講じた場合の将来見込値（目標値）は以下に示すとおりとな

ります。 

よって本計画では、数値目標年度（令和 10 年度）に

の達成を目標とします。また更なる達成目標として、長期目標年度（令和 15年

度）において の達成を目指すものとします。 

資源化率は、数値目標年度（令和 10 年度）に の達成を目標とし、長期目標

年度（令和 15 年度）において の達成を目指すものとします。 

最終処分量は、数値目標年度（令和 10 年度）に の達成を目標

とし、長期目標年度（令和 15 年度）において の達成を目指すも

のとします。 

 

 

  



 

 
  



3.7 計画策定のための基本理念・基本方針 

本市では、本計画の上位計画である「玉野市総合計画（令和５年４月策定）」において、

本市の目指す将来像に『誰もが行ってみたい、住み続けたいまち ～たまので育つ、TAMANO

が育つ～ 』を掲げており、生活環境・都市基盤の分野においては、「美しい自然と快適な

都市機能を未来につなぐまち」を政策に掲げています。 

本計画においては、これらの実現を目指すための基本理念として「資源がまわる循環型

社会の構築」を定めることとします。そして、市民・事業者・行政それぞれが役割や責任

を正しく認識し互いに連携・協力することで、排出抑制や資源化促進、分別徹底等の各種

施策を実現し、目標達成を目指すものとします。 

本計画における基本理念実現のため、以下のとおり基本方針を策定します。 

 

 

 

  



3.8 目標達成のための施策 

本市において、ごみの排出抑制や資源化促進等を進めていくためには、市民・事業者・

行政がそれぞれの役割を正しく認識し、責任をもって積極的に取り組んでいくことが重要

です。よって本計画では、ごみの排出抑制及び資源化促進等に向けて、以下の施策を推進

します。なお、重点的に取り組んでいく施策等については、「重点施策」と表記しました。 
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3.9 施策の柱１ 「環境教育・普及啓発」 

本市において循環型社会の構築を目指すためには、市民・事業者が本市内におけるごみ

の正しい分別排出方法を把握し実践するだけでなく、ごみに関する問題に向き合い、ごみ

の排出抑制や資源化対策に取り組む意識を醸成することが重要となってきます。 

よって本市では、 において、市民・事業者のごみに関す

る意識の醸成を目的に、

の４つを中心に施策を策定し、取り組んでいくも

のとします。 
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（１） 市民への意識啓発 

 施策１ ごみの現状に関する情報発信 

市民のごみ問題への関心は高い傾向にありますが、世代間の格差が生じています。市民

意識調査結果によると、特に若年層はごみに関する問題への関心度が低く、重点的な情報

発信による意識啓発が必要です。 

市民の意識向上によるごみの減量化・資源化の更なる推進に向けて、ごみの正しい分別・

排出方法や資源物回収後の流れ、県内他市町村と比較した本市のごみ排出量実績、本計画

における各種目標値等に関して、様々な媒体での情報発信に努めます。また、地域ごとの

特性を踏まえた行動の促進及び拡大を図るため、地域における活動の情報収集及び情報提

供を推進し、市民が実践しやすいものから取り組んでもらえるよう努めます。 

 

 

 

 

●本計画における目標の進捗状況等については、毎年度作成する玉野市環境保全事業概

要や、一般廃棄物処理実施計画などで玉野市ホームページにおいて公表するとともに、

広報紙やごみ分別収集カレンダーなど、市民に身近な媒体を用いて情報発信します。 

 

 

 

  



 施策２ 市民向けの情報発信手法・機会の充実 

市民のごみの減量や資源化を推進するため、資源回収活動や環境イベント、店頭・拠点

回収等の情報収集を行います。情報収集により得た内容や、施策１に例示した内容につい

て、様々な手法を用いてより広く情報発信を行い、市民がごみに関する情報を得る機会の

更なる増進に努めます。 

 

●市民に向けた意識啓発や情報発信の手法として、年齢層に応じたあらゆる情報発信手

段・機会を通じて周知し、市民一人ひとりの意識向上と取り組みの浸透を図ります。 

●広報紙「広報たまの」や出前講座、各種イベント、玉野市ごみ分別収集カレンダー、

玉野市ごみ分別辞典、玉野市ホームページ、玉野市公式 YouTube、玉野市公式 facebook、

玉野市公式 Instagram 等の市民に身近なあらゆる媒体・手法・機会を通じて広く情報発

信をします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



（２） 事業者への意識啓発 

 施策３ 事業者への発生抑制・資源化の指導 

事業者は「廃棄物処理法」及び「玉野市廃棄物の減量及び適正処理に関する条例」にお

いて、廃棄物の減量や適正処理、資源化に関する責務が定められてることから、事業者に

対して、排出者責任や拡大生産者責任があることについての認識向上を図ります。また廃

棄物の適正な処理・処分、過剰包装・流通包装廃棄物の抑制や減量、店頭回収の実施、再

生品の利用・販売等に積極的に取り組むよう指導を徹底します。 

市民との協働による取り組み、事業者間の再生資源の流通等に関しては、情報提供や協

議・検討の場を提供するなど、活動を支援します。 

●本計画における事業系ごみの分別徹底目標について、広報紙やホームページ、研修会

等あらゆる手法・機会を通して周知し、事業者の意識向上と取り組みの浸透を図ります。 

●事業者によるごみ発生抑制・資源化の取り組みを支援するため、定期的に「事業系ご

み搬入状況調査（展開検査）」や「事業所ごみの組成調査」等で産業廃棄物が不法に搬入

されていないか、資源物が含まれていないか等の実態把握を行い、事業者に対し指導を

行います。またその結果を広報紙やホームページ等で情報発信し、周知徹底を図ります。 

●上記の調査等に基づき、現行のごみ処理料金体系の改定や資源物の搬入禁止等につい

て検討を行います。 

 

 施策４ 事業系ごみに関する情報発信 

本市では、事業系ごみの減量・資源化への協力をお願いす

るとともに、事業系ごみ排出者としての役割と責任を再度認

識していただき、実用的な取り組みへと結びつけるための参

考資料として活用してもらえるよう、本市では令和４年度に

「事業系一般廃棄物ガイドブック」を作成しました。事業系

一般廃棄物と産業廃棄物の区分や判別方法についての解説、

それぞれの分別・処理方法、事業所ごみの処理等に関する事

業者の責務、ごみの減量のための取り組みの紹介及び産業廃

棄物の混入についてなど、事業系ごみに関する情報を掲載し

ています。事業系ごみの適正処理について、事業系一般廃棄

物ガイドブックを活用した情報発信を行い周知徹底を図ると

ともに、その内容の充実に努めます。  

 



（３） 正しいごみ分別・排出方法の啓発 

 施策５ ごみ分別辞典の充実 

ごみの排出時において、分別を徹底してもらうとともに、資源化を推進していくため、

ごみ分別辞典をより見やすく、分かりやすいように内容を充実させていきます。 

また本市では令和５年１月より、ごみの分別徹底や資源化をより一層推進するため、ス

マートフォンなどでいつでも手軽に確認できる「ごみ分別アプリ」の提供を開始しました。

ごみ分別アプリは現在日本語、英語に加え、ベトナム語、中国語、ポルトガル語、フィリ

ピン語、韓国語、インドネシア語及びスペイン語に対応しています。今後もより多くの市

民に内容を理解してもらい、実践してもらえるように、内容を充実させていきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 施策６ 転入者等への啓発 

転入者に対しては、本市の資源分別のルールを正しく把握し守ってもらうため、ごみ分

別収集カレンダー、ごみ分別辞典の配布等を通して周知を図ります。また、自治会に加入

していない賃貸住宅居住者等の市民に対しても、入居時等において、不動産業者や管理業

者等を通じ、正しいごみの分別・排出方法を啓発します。さらに、介護事業者は市民に代

わってごみの分別を行う場合があるため、分別・排出方法等について指導していきます。 

  

 

 



（４） 環境学習の充実 

 施策７ 教育機関等における環境学習 

環境を意識したライフスタイルを日常的に無理なく送るためには、幼少期から環境学習

に取り組むことが重要です。「人と環境」の関係について、総合的かつ科学的な理解を深め

ることで、環境問題やごみの適正な分別・排出、ごみ発生抑制や資源化促進等に日常的に

取り組める児童・生徒等の育成を目標とし、幼稚園・保育園・小学校・中学校等での環境

学習を推進します。 

 

●幼稚園・保育園の幼児や小学校低学年の児童を対象とした環境学習プログラムの作成・

提供等について検討します。 

●環境学習を効果的に行うため、年齢に応じた効果的な学校環境活動実践集などの教材

や副読本等を作成し、ごみの発生抑制や資源化促進等についての意義・必要性について

意識醸成を図るともに、環境イベント等への参加や各学校等での資源の集団回収への協

力など、身近な取り組みの実践を促進します。 

 

 施策８ 学習機会の創出 

本市ではまちづくり出前講座として、ごみの減量やリサイクルについての出前講座を行

っています。出前講座開催希望日の１か月前までに、出前講座の担当課へ申し込みの申請

書を提出いただくか、まちづくり出前講座電子申請システムでの申請をすることで、出前

講座を受講できます。広く社会教育の中でも多くの市民が環境について学び、実践する機

会を可能な限り多く創出していくことが必要です。環境保全や環境配慮、資源循環と低炭

素の統合的取り組み等に関する知識と行動を習得することを目的とし、市民参加の学習機

会を設けていきます。 

 

 施策９ 施設見学の充実 

本市では、小学４年生で行う社会科見学において、ごみや資源物の処理工程を実際に見

て実感し、関連するごみの問題等についても学ぶことのできる機会として、玉野市東清掃

センターの見学機会を設けています。さらに、大人の方も対象としたごみ処理施設や最終

処分場の見学会を開催するなど、より多くの市民に対してごみや資源物の処理工程、ごみ

の処分工程などを学ぶ機会を拡充していきます。  



3.10 施策の柱２ 「発生抑制・排出削減」 

本市の１人１日当たりごみ総排出量は県内で最も多く（令和３年度実績）、本計画におい

て設定する各目標値を達成するためには、ごみを発生させない「発生抑制」の取り組みや、

発生するごみの量を出来得る限り抑制する「排出削減」の取り組みを、市民・事業者・行

政がお互いに協同し、実施していくことが必要不可欠です。 

よって本市では、 において、ごみの発生抑制・排出削減

に資する様々な取り組みをより一層推進することを目的に、

の２つを中心に施策を策定し、取り組んでいくものとします。 
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（１） 市民への取り組み支援 

 施策 10 市民との協力 

ごみを根本から発生させない「発生抑制」の観点、発生するごみを出来得る限り減らす

「排出削減」の観点に基づき、効果的な取り組みの普及啓発に努め、環境を意識したライ

フスタイルの提案を進め、必要となる情報提供に努めます。 

●マイバックを持参しレジ袋を購入せず、使い捨て商品の使用や購入を避け、詰め替え

容器や再使用可能な商品を優先的に使用・購入する、過剰包装の商品を選択しない、再

生品の購入を心掛けるなど、いつでも実践可能で効果的な取り組みについて情報提供を

行い、普及啓発に努めます。 

 

 施策 11 水切りの推進 

本市の収集される生活系燃やせるごみのうち、調理くずは２割以上を占めていることが、

ごみ組成調査により確認されています。調理くず、いわゆる生ごみの重量のうち、約８割

は水分であり、生ごみを排出する前に水分を絞るだけでも、回数が積み重なれば大きな減

量効果が期待できるものです。よって本市では、水切りの重要性やごみ出しにおけるメリ

ットや経済効果、水切りの方法等の普及啓発に努めます。 

〇燃やせるごみを週に２回排出する場合 

⇒1世帯では年間 100 回の排出（令和５年度実績） 

⇒15ｇ×100 回 ＝ 1.5kg/1 世帯・年の排出量削減 

〇ごみ 1kg 当たりごみ処理費用（令和４年度実績） 

⇒49.88 円/kg 

〇本市の令和４年度末の世帯数 

⇒27,016 世帯 

 

1.5kg/1 世帯・年 × 49.88 円/kg × 27,016 世帯 

＝ !! 

 

  
手で絞る ペットボトルの上側を使う 

※施設建設費等を除く 



 施策 12 「資源ごみ回収推進団体」の活動推進 

本市では、資源回収活動を実施する PTA や町内会、子供会などの市民団体に対して、資

源の再利用によるごみの減量化を図ることを目的に報奨金を交付しています。 

ごみの減量化や資源化の促進のためには、資源として回収できるものをできる限り回収

することが必要であり、資源回収活動を実施する「資源ごみ回収推進団体」の活動促進も

効果的であるため、市民の積極的な資源回収を促すために、必要な情報提供に努めます。 

 

 

毎年４月中に登録が必要です。（新規の方は、申請前にご相談ください。）１年更新の

ため、毎年登録申請が必要です。登録の際は、団体登録申請書に必要事項を記入し、

環境保全課窓口に提出してください。 

 

古紙や古布、空き缶、ペットボトルなど、家庭から出る資源を回収します。回収後は

資源化事業参加業者に渡してください。業者から買い上げ明細書（団体用・市提出用）

を受け取ります。 

【！注意！】 
ごみステーションに出された資源を抜き取ることは、     
条例により禁止されていますので、絶対にしないでください。 

 

期間中の資源回収が終わったら、報奨金交付申請書に買い上げ明細書の内容を記入し、

環境保全課の窓口に提出してください。その際振り込み口座の確認をしますので、通

帳または通帳のコピー（表紙をめくった、支店名が掲載された部分をコピーしてくだ

さい）をご持参ください。 

 

報奨金を口座に入金します。報奨金は、回収した資源の重量（kg）×5円です。 

たくさん集めましょう！ 

 

 施策 13 「環境美化推進員」の活動推進 

ごみのポイ捨てや不法投棄のない快適な生活環境づくりを推進するとともに、美しいま

ちづくりの実現を目指し、生活環境の保全及び公衆衛生の向上を図ることを目的として「玉

野市環境美化推進員」を各地区に委嘱し、廃棄物の正しい出し方の指導、不法投棄等に関

する情報の収集及び通報等の活動を実施しています。市民に対しては、環境美化推進員の

存在や役割を広く周知することで、引き続きその活動を支援していきます。 



（２） 事業者への取り組み支援 

 施策 14 事業者・廃棄物再生事業者との協力 

事業者に対して、使い捨て容器から繰り返し利用可能な容器（リターナブル容器）への

転換を図るとともに、びん・缶等の自主回収の促進に必要となる情報提供に努めます。ま

た、過剰包装を抑制し、再使用・再生利用できる素材や形状への転換、回収・資源化のル

ートの構築など、容器包装廃棄物の発生抑制の推進に必要となる情報提供に努めます。 

 

 施策 15 多量排出事業者に対する情報提供 

事業所ごみの減量化に向け、多量排出事業者への積極的なごみ減量指導や、事業者を対

象とした研修会の開催及び情報提供に努めます。 

●条例で定める多量排出事業者に対しては、廃棄物責任者の設置、ごみ減量計画書及び

実績報告等の提出を義務付ける制度について、導入を図ります。 

 

 施策 16 違反行為者に対する対応 

本市では、許可業者が玉野市東清掃センターに搬入する事業系ごみについて、他市町村

のごみやプラ・金属などの産業廃棄物の混入、積載量の超過などの搬入状況調査（展開検

査）を実施しています。 

●違反物を発見した場合は搬入業者に立ち会いを求め、「玉野市廃棄物の減量及び適正に

関する条例・規則」に基づき、「確認書」で違反物の確認を行い違反物は持ち帰ってもら

います。後日廃棄物の管理状況について事務所に立入調査を行うとともに、事後も継続

的に展開検査を行い、改善がみられない場合は「勧告書」で改善計画の提出を求めます。

「勧告書」の通知以降、改善がみられない場合は、搬入停止処分を行う場合があります。 

 
 



3.11 施策の柱３ 「資源化」 

本市の資源化率は県内ワースト４位であり（令和３年度実績）、本計画において設定する

各目標値を達成するためには、ごみの分別収集段階や排出段階において、ごみをごみとし

て排出せず可能な限り資源として回収する取り組みを、市民・事業者・行政がお互いに協

働し実施していくことが必要不可欠です。 

よって本市では、 において、ごみの資源化に資する様々な取り組みを

より一層推進することを目的に、

の４つを中心に施策

を策定し、取り組んでいくものとします。 

 

 
 

 

  

施策の柱３
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（１） 分別収集による資源化促進 

 施策 17 資源物の分別収集の推進 

燃やせるごみ、その他プラスチック製容器包装、不燃物 Bの中には、紙・ペットボトル・

容器包装プラ等のプラスチック類・びん類・缶類等の資源化できる資源ごみが多く含まれ

ていることが、ごみ組成調査により確認されました。 

 

●市民のリサイクル機会の増大に向けて、拠点回収場所の拡大など、資源物の効率的か

つ効果的な収集・回収方法について検討します。 

 施策 18 ごみの減量・資源化に効果的な分別収集方法の検討 

ごみの減量化及び資源化を推進していくためには、資源物の分別の種類を増やすことが

考えられます。なお、分別収集品目を増加するためには、市民の負担だけでなく、収集・

運搬体制や財源の確保など多方面からの検討が必要となるため、回収品目の追加について

は、効率的かつ効果的な収集・回収方法等も併せて検討を行います。 

●資源物の回収品目の追加や統合、店頭回収協力店の拡大、市民による集団回収等への

報奨金の見直し及び３Ｒ行動へのポイント還元システム等について検討します。 



 施策 19 「プラスチック資源循環促進法」への対応 

国では令和３年６月に「プラスチック資源循環促進法」が交付となりました。この法律

は、プラスチック使用製品の設計からプラスチック使用製品廃棄物の処理まで、プラスチ

ックのライフサイクルに関わるあらゆる主体におけるプラスチックの資源循環の取組を促

進するための措置を盛り込んだものとなっています。 

生活をするうえでプラスチックを使用するにあたり、その使用量を最小限に抑えること

で「排出抑制」を行うことが必要であり、必要不可欠であるプラスチックの使用がある場

合には、経済性や技術水準、本市における実施可能性等を考慮しつつ、徹底的な「資源化」

及び「再使用」が必要です。 

本市においては引き続き容器包装プラスチックの分別収集や資源化のさらなる推進に努

めるとともに、国の方針に基づき、新たな分別収集・資源化方策についても検討を進めて

いきます。 

 

 

 

 



（２） 資源化促進に関する仕組みの活用 

 施策 20 リサイクルプラザの有効活用 

リサイクルプラザでは、ごみの減量及び資源化を啓発・促進するための取り組みを行っ

ています。その他にも市民を対象とした廃棄物・環境問題等についての研修・情報提供な

どを行うための研修室や情報コーナー、工房室を配置しています。リサイクルプラザはご

みの処理などについて見て、聞いて、体験することができる施設であるため、今後も、施

設を積極的に利用し、市民のリサイクル意識向上を図っていきます。 

●市民による２Ｒ（リデュース・リユース）への取り組み、リサイクルプラザの活用を

より一層推進するため、市民団体や事業者等との連携・協力について検討します。 

 

 施策 21 グリーン購入の促進 

リサイクルを推進していくためには、再生品等の供給面の取り組みに加えて需要面から

の支援が重要であることから、本市が率先して再生品等の環境物品の調達を推進するとと

もに、環境物品等に関する適切な情報提供を促進することにより、需要の掘り起こしを図

ります。 

 

（３） 事業者との協力 

 施策 22 店頭回収等の促進 

食品トレイ・紙パック・インクカートリッジ・充電式電池な

どの資源化に向けては、店舗や事業所の空きスペースを活用し

た店頭回収等の実施があげられます。 

本市では、これら事業者による民間リサイクルルートが市民

に積極的に活用されるよう、さまざまな媒体による情報提供等

の支援を行います。 

 

 施策 23 事業者による資源回収の促進 

製品や容器等の製造や販売などを行う事業者には、拡大生産者責任に基づく役割として、

製品などが使用されたあとのものを自ら引き取るという責務があるため、事業者による自

主回収を促進するための情報提供に努めます。  

 

 



（４） マテリアルリサイクルの推進 

 施策 24 廃食用油のリサイクル及び BDF の活用 

本市では、給食センターなどから回収した廃食用油を民間事業者に売却し、そこでバイ

オディーゼル燃料（BDF）として製造されたものを購入して、ごみ収集車の燃料として使用

しています。資源の有効利用ができるだけでなく、BDF は軽油と比較して硫黄酸化物や黒煙

の排出が少ないため大気汚染の防止につながることから、この取り組みについて今後も継

続して実施ができるよう努めます。 

 

 施策 25 使用済小型家電のリサイクル 

小型家電の部品には、鉄・アルミ・金・銀・銅・レアメタルなど貴重な

資源が含まれています。本市では、不燃物 B からのピックアップ回収の

他、平成 28 年４月から市庁舎や各市民センターなど市内 15 ヵ所に回収

ボックスを設置し、使用済小型家電の拠点回収を行っています。 

●市民の排出・リサイクル機会の増大を図るため、スーパーマーケッ

トやコンビニエンスストアなど事業者の協力・連携をもとに、市内に

おける回収拠点の増設について検討します。 

●常時開設型の回収拠点（常設保管倉庫等）、ごみステーションに排出

されるごみ・資源物の在り方についても併せて検討し、より効率的か

つ効果的な回収･リサイクルシステムの構築を図ります。 

 

・家庭で使われなくなった小型家電で回収ボックスの投入口（30cm×15cm）に入るもの 

： 

携帯電話・タブレット・USB メモリ・ファクシミリ・BS/CS 等の無線通信機器・パソコン・プリンター・

キーボード・液晶モニター・スキャナー・プロジェクター・電子辞書等 

： 

ビデオテープレコーダー・ラジカセ・デジタルカメラ・携帯用ゲーム機・オーディオプレイヤー類・レコ

ーダー類・カメラ類・ビデオカメラ・ヘッドホン・据置型ゲーム機・携帯型ゲーム機等 

： 

電気カミソリ・電気バリカン・電動歯ブラシ・ヘアドライヤー・ジューサーミキサー・コーヒーメーカー・

トースター・電気アイロン・扇風機・電気ストーブ・加湿器・電気掃除機・空気清浄機等 

：カーテレビ・カーステレオ・カーラジオ・ETC 車載ユニット・カーナビ等 

：リモコン・AC アダプタ・ケーブル・懐中電灯・時計・電卓・アイロン・家庭用ミシン・

ラジコン・電気工具等   

 



 施策 26 焼却残渣等の資源化 

焼却処理に伴い発生する焼却残渣については、その全量を埋立処分していますが、今後

は金属類等の有価物の回収やセメント原料化等の資源化について、処理コスト等も含めて

検討を行います。 

 

 施策 27 生ごみ処理容器の普及啓発 

ごみ組成調査の結果によると、本市で排出されている収集される生活系燃やせるごみの

中には、調理くずが 22.80％、手つかず食品及び食べ残しが 10.79％排出されており、燃や

せるごみのうち合計 33.59％は厨芥類が占めていることになります。 

本市では、生ごみの減量・たい肥化を促進するため、生ごみ処理容器購入費の補助制度

を整備しています。生ごみの堆肥化やコンポスト、生ごみ処理容器購入費の補助制度に関

する情報提供に努めることで市民・事業者に対し広く普及啓発を行い、多くの市民に実践

してもらえるよう、情報発信を行います。 

●生ごみの減量やたい肥化による資源化は様々なメリットがあり、これらを市民に対し

て広報することで、より多くの市民にコンポストや生ごみ処理容器を導入してもらえる

よう、情報発信を行います。 

 

 

① 市内に住所があり居住している     ③市税の滞納がない 

② 市内に容器を設置し適切な管理ができる ④過去５年で当該補助を受けていない 

 

生ごみをたい肥化する容器（容器式及び電気式）※単に生ごみを破砕するだけの容器は対象外 

 ※送料は補助対象額に含まない 

容器式（１世帯当たり２基）：補助率 1/2 上限額 3,000 円（100 円未満切り捨て） 

電気式（１世帯当たり１基）：補助率 1/2 上限額 30,000 円（100 円未満切り捨て） 

 

① 任意のコンポスト容器を購入 

② 環境保全課へ申請 

③ 市から指定の口座へ入金 

  



3.12 施策の柱４ 「適正処理」 

ごみは、ごみ排出者により適切に排出され、収集・運搬許可業者により適切に収集・運

搬されることではじめて処理・処分・資源化されることから、排出・収集・運搬が適切に

行われることは、本市におけるごみ処理において大変重要な段階です。 

よって本市では、 において、ごみの適正処理に資する様々な取り組

みをより一層推進することを目的に、

の３つを中心に施策を策定し、取り組んでいくものとし

ます。 
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（１） 適正な管理の推進 

 施策 28 ごみステーションの管理の徹底 

ごみの収集時間外や収集日以外のごみ出し、生ごみの水切りが不十分で排出場所が汚損

されている、ごみからの資源物の抜き去り、事業系ごみの混在など、ごみ出しのマナー違

反や法律・条令違反が見受けられます。市民意識調査では、ごみ出しのマナー違反につい

て日ごろ困っている、気にかかっていると答えた人の割合が最も多く、資源化物の抜き取

りや事業系ごみの混在などの違反行為に対する関心も認められました。 

本市では、地域の財産であるごみステーションにおいて、違反防止を図るため、ごみス

テーション掲示用の「家庭系ごみの分け方・出し方（日本語版・英語版）」を環境保全課窓

口にて配布しているほか、ごみステーションを管理する町内会等への監視カメラの貸し出

し、ごみステーション（環境衛生施設）の整備を促進することで地域の生活環境の向上を

図ることを目的とした「環境衛生施設整備補助金」の交付など、市民によるごみステーシ

ョンの適切な維持管理（清掃・点検・修繕等）実施のため、情報提供や補助制度の充実や

継続に努めていきます。 

 

 

 

  



（２） 収集サービスの効率化及び最適化 

 施策 29 分別・排出困難者に対する戸別収集等の実施 

今後、人口減少・超高齢化社会の到来が予想される中、高齢者や障がいのある市民など

のごみの分別・排出が困難な世帯が増加していくものと予想されています。また市民意識

調査の結果からも、ごみ出しが困難な世帯への対応についての関心が高いことから、負担

軽減の手法や支援手法について検討を進めていきます。 

 

 

 

●ステーション収集方式では、自らごみを排出する必要があり、介護や生活支援が必要

な高齢者や障がいのある市民にとっては負担が大きいため、住民福祉の向上の観点から、

ごみの排出が困難な方の負担を軽減する戸別収集の実施に向けて、その手法を検討しま

す。 

●上記戸別収集においては、視覚障がい等の事情がある市民による資源物とごみの分別

区分・ビンの色分け等を不要とする仕組みや粗大ごみの玄関先までの持出し支援など、

現行の介護保険や生活支援制度等に該当しない取組について、他都市の先進事例を参考

に、その手法の検討を進めます。 

 

  



 施策 30 適切なごみ収集・運搬業の指導 

本市のごみ収集・運搬業務は、生活系ごみのステーション収集の一部について、収集効

率の向上と経費節減等の観点から市が許可する民間の収集・運搬許可業者によって行って

います。今後も収集・運搬許可業者に対し、適正な収集・運搬業務の徹底や収集車両の清

掃などの指導を行います。 

なお、現在の本市ごみ排出量は、これまでに本市が収集運搬を許可した事業者が保有す

る車両及び人員で十分に収集・運搬が可能であると判断していることから、原則として新

たな許可は行わないものとします。 

 

 

（３） 手数料等の見直し 

 施策 31 廃棄物処理手数料等の見直し 

廃棄物処理手数料は、人々の行動や意識改革を促すことができる経済的インセンティブ

（動機付けの要因）であるだけでなく、廃棄物の排出量に応じた負担の公平性の維持にも

つながり、排出者の責務としてのごみの排出抑制や資源化推進にもつながります。 

本市においても廃棄物処理の有料化を導入しており、ごみの排出抑制や資源化推進への

効果、周辺市町村における料金水準との均衡化、ごみ処理に要する費用等を勘案したうえ

で、定期的に制度の運用や対象品目、料金等の見直しを検討していくものとします。 

 

  



3.13 ごみの適正処理のための計画 

3.13.1 収集・運搬計画 

① 収集運搬の基本方針 

本市は、市民に対してごみの分別排出を徹底するよう周知を図ります。分別排出された

ごみについては、資源化及び適正処理・処分が図れるよう迅速かつ衛生的に収集・運搬し

ます。 

 

② 収集・運搬計画 

収集・運搬計画は以下に示すとおりです。 

・ごみを迅速かつ衛生的に処理するため、効率的で適切な収集及び運搬体制を構築するこ

とにより住民サービスの向上を図ります。 

・粗大ごみを除く家庭ごみの収集・運搬は、ステーション収集方式を基本としますが、資

源物（資源ごみ）については、より効率的かつ効果的な収集・回収方法（集団回収・店

頭・拠点回収等）について検討します。 

・感染性廃棄物等の特別管理一般廃棄物については、排出者の責任において処理専門業者

に委託し、適正処理を行います。 

・容器包装リサイクル法等の各種関連法に基づいた分別収集計画を策定し、計画的に拡大

することを検討します。 

 

3.13.2 中間処理計画 

令和５年度現在、本市では東清掃センター（焼却施設）、粗大ごみ処理施設及びリサイク

ルプラザにおいて中間処理を行っています。これらの各施設において、不燃物 B・粗大ごみ

については破砕・選別処理後、可燃性や不燃性のごみに分別をしています。可燃性のごみ

は焼却処理し、不燃性のごみは資源物と埋立ごみに分別し、埋立ごみは最終処分場で埋立

処分を行います。選別された資源物は種類に応じて圧縮・梱包し、資源化業者に引き渡し

を行っています。 

  



3.13.3 最終処分計画 

最終処分については、ごみの排出抑制や資源化、中間処理による減量化量等を把握する

ことで、埋立処分量などを予測し、計画的に最終処分できるよう努めていきます。最終処

分に際しては、今後も玉野市一般廃棄物最終処分場において埋立処分を行うものとします

が、環境への負荷を軽減し、安全かつ安心して処分が継続できる体制を保持します。 

本市では現在、最終処分場において、東清掃センターでの焼却処理により生じた焼却残

渣と、粗大ごみ処理施設に搬入されたごみを選別処理した際の不燃性残渣を埋立処分して

おり、不燃物 A（せともの・陶器類・ペットの砂・コップ・耐熱ガラス製品・汚れたびん・

汚れた缶類・鏡・窓ガラス等）については、最終処分場に直接持ち込んでの直接最終処分

（埋立処分）を可能としています。 

しかし、最終処分場に搬入されたごみの中には、容器包装プラスチックや製品プラスチ

ック、紙類等の直接最終処分対象外のごみが多く見受けられます。この要因の１つとして

考えられるのは、生活系ごみを直接搬入した際の手数料が不燃物 A については 44 円/10 キ

ログラムであり、他の分別区分と比較して 110 円安く設定をしていることが挙げられます。 

さらに、事業系ごみ処理手数料が周辺自治体と比較して安く、本市の処理対象区域（本

市行政区域内）以外からのごみの流入が懸念されています。 

以上のことから、直接最終処分によるごみ処理手数料について、ごみの適切な分別を促

進し、かつ事業系一般廃棄物については排出者責任の原則のもとでごみの排出・処理・処

分を促すことのできる料金設定を検討します。 

   



3.13.4 ごみ処理施設整備 

本市のごみ処理施設は、東清掃センター（焼却施設）が供用開始後、45年が経過してお

り、同様に粗大ごみ処理施設の供用開始から 30 年、リサイクルプラザが供用開始から 20

年が経過しています。一般的に、一般廃棄物処理施設は、廃棄物の適正処理にとどまらず、

廃棄物の発生抑制、循環資源の再使用、再生利用、熱回収の促進を図り、循環型社会の形

成に寄与するとともに、地球温暖化対策の一翼を担う都市施設と位置付けられています。

しかし、これらごみ処理施設は他の都市施設と比較すると施設全体として耐用年数がやや

短くなる傾向があり、可燃ごみ焼却処理施設では、供用年数がおおむね 20～25 年程度で廃

止を迎える施設が多くなっています。 

本市の燃やせるごみ等の可燃性のごみは、令和８年度末から岡山市と久米南町と本市の

２市１町（以下、「岡山ブロック」という。）で行う広域処理への移行に伴い、岡山市の現

岡南環境センターに広域処理施設を建設し、処理を行うこととなっており、平成 29年度に

はごみ処理広域化に伴う本市から岡山市への事務委託の規約、協定書を締結しました。ま

た、本市内で発生したごみを適正かつ迅速に処理するため、東清掃センター敷地内に中継

施設を整備し運用することとしており、引き続き令和８年度末の施設稼働を目指しつつ、

今後は中期的な計画の策定を検討していきます。 

また、粗大ごみ処理施設やリサイクルプラザにおいても、ごみ処理と資源回収の効果を

考慮しながら、効率的な施設整備を検討します。施設更新までの期間については、中間処

理施設及び最終処分施設において、現在と同様に、効率的かつ経済的なごみ処理が実施で

きるよう施設の維持管理に努めるものとします。 

 

3.13.5 その他ごみ処理関連事項 

（１）適正処理困難物及び排出禁止物の対応 

玉野市廃棄物の減量及び適正処理に関する条例第 26 条に規定する消火器、農業用器具、

ピアノ、農薬などの適正処理困難物や、同第 27条に規定する著しく悪臭を発する物、容積

又は重量の著しく大きい物、特別管理一般廃棄物（感染性一般廃棄物、PCB 使用製品等）な

ど、本市の施設では処理が困難なごみについては、引き続き排出者が自らメーカーや販売

店、専門の処理業者等に依頼して処理するよう指導します。 

なお、水銀体温計や温度計等の「水銀使用廃製品」については、現在「危険性の物」に区

分し収集していますが、「水銀に関する水俣条約（平成 25 年 10 月）」を踏まえて、平成 27

年６月に「水銀による環境の汚染防止に関する法律」が制定され、「水銀使用廃製品から回

収された廃水銀」が特別管理一般廃棄物に指定されたことから、今後、より適正な回収方

法や処理のあり方について検討します。  



（２）在宅医療廃棄物の対応 

高齢化の進行など在宅医療の分野においても、医療系廃棄物の増加が予想されています。

使用済みの注射器、脱脂綿・ガーゼ等の感染性廃棄物については、適正な回収・処理を行

えるように医療機関等と協議し、効率的な回収・処理方法について検討します。 

（３）災害廃棄物の対応 

本市では、令和５年３月、大規模地震や風水害等の自然災害の際に一時的に多量に発生

する災害廃棄物の処理を迅速かつ円滑に実施するために、災害廃棄物に関して予想される

事態への対応策や廃棄物処理手順をあらかじめ定めるとともに、災害発生に備えて日ごろ

から取り組むべき事項を整理した「玉野市災害廃棄物処理計画」を策定しました。この計

画に基づき、災害発生時には適切かつ迅速に対応をしていくこととします。 

（４）不法投棄対策の強化 

玉野市環境衛生協議会では、ポイ捨て・不法投棄パトロールを実施しており、不法投棄

されたごみの撤去やポイ捨て・不法投棄防止啓発活動を実施しています。今後もポイ捨て

や不法投棄を防止するため、監視カメラの設置や不法投棄防止パトロール、不法投棄防止

キャンペーンを実施するとともに、市民一人ひとりの環境保全に対するモラル向上のため、

市民や事業者へ不法投棄などの未然防止に向けた普及啓発を行うなど、不法投棄等の防止

を図っていきます。 

（５）温暖化防止対策 

本市では、「地球温暖化対策の推進に関する法律」第 21 条の規定に基づき、平成 29年 1

月に「玉野市地球温暖化対策推進計画～玉野市地球温暖化対策実行計画（事務事業編）～」

を策定し、令和５年度に新たな「玉野市地球温暖化対策推進計画～玉野市地球温暖化対策

実行計画～」の策定中であり、行政の事務及び事業により排出される温室効果ガスの把握

及び排出抑制を目的として、今後も取組方針に基づく総合的な地球温暖化対策を推進しま

す。 

また、令和３年２月に、本市を含めた 13市町で構成する「岡山連携中枢都市圏」で、2050

年までに二酸化炭素排出実質ゼロを目指す取り組みを共同で行うことを宣言しました。今

後、13 市町で連携して一斉ライトダウンキャンペーンを始めとする啓発事業や取り組み事

例の共有、再生可能エネルギー推進の検討などを行うとともに、本市においても取り組み

を進めていきます。 

（６）生ごみの資源化の検討 

生ごみの資源化については、これまで燃やせるごみとして焼却処理していたものを資源



物として分別することにより、資源化に関する啓発・教育効果が期待できるとともに、資

源化の促進や焼却処理施設の負担軽減などの効果が期待されます。生ごみの資源化として

最も取り組まれているのが堆肥化ですが、処理コストが焼却処理に比べてやや高くなるこ

とや、ごみとして搬入される生ごみは品質が安定し難く、生成堆肥の質が不安定となるこ

と、専用の施設を整備して処理すると季節による搬入量の変動から年間稼働率が低くなる

こと、生成堆肥の利用先の確保の困難性など多くの課題があげられていることから、民間

リサイクル業者の活用等も視野に入れ、引き続き検討を行います。 

（７）海ごみの対応 

瀬戸内海の海ごみ（漂着ごみ・漂流ごみ・海底ごみ）については、その多くが日常生活か

ら出たごみやポイ捨てごみ・不法投棄等が河川や水路を通じて流出したものであることか

ら、海ごみの発生抑制を図るためには、発生源となるごみのポイ捨てや不法投棄対策等に

取り組んでいくことが重要です。今後も、ごみの減量化・資源化や、ごみのポイ捨て・不

法投棄対策等を推進するとともに、海岸や河川の管理者・国・県等が実施する海ごみ対策

に協力していくこととします。 

（８）関係法令・関連計画の動向 

本計画は、国の法律や計画、本市の上位計画と整合するものとします。また本計画の上

位計画には、本市の計画である「玉野市総合計画」や「新玉野市環境基本計画」等だけで

なく、岡山県の計画や周辺自治体との広域化に関連する計画等も位置付けられます。いず

れも本市におけるごみ処理の方向性に関連するものであることから、これらの諸計画の動

向を考慮しつつ、本計画の見直しを行っていくものとします。 

（９）感染症発生時における対応について 

国では、新型インフルエンザについては「廃棄物処理における新型インフルエンザ対策

ガイドライン」を平成 21 年 3月に策定し、感染症の流行時においても安全かつ安定的に廃

棄物の適正処理が行われるよう、一般廃棄物の処理責任を有する市町村や産業廃棄物の処

理を担う産業廃棄物処理業者等の廃棄物処理の関係者が取るべき措置等について取りまと

めを行っています。新型コロナウイルス感染症については、「廃棄物に関する新型コロナウ

イルス感染症対策ガイドライン」を令和２年９月に策定、令和５年３月に改訂し、廃棄物

処理業者だけでなく、排出者、地方公共団体等の関係主体を対象に、排出時の感染防止策、

適正な処理のために講ずべき対策、処理体制の維持のためにとるべき措置等について取り

まとめを行っています。本市では、これらのガイドラインに沿った感染症発生時における

廃棄物処理に関する対策や措置を講じるよう努めるほか、市民に対しても適切なごみの排

出方法を広く周知を行います。  



第４章 食品ロス削減推進計画 

4.1 基本的事項 

国において、令和元年 10 月１日に「食品ロス削減推進法」が施行されました。当法律は

食品ロスの削減に関し、国、地方公共団体等の責務等を明らかにするとともに、基本方針

の策定その他食品ロスの削減に関する施策の基本となる事項を定めること等により、食品

ロスの削減を総合的に推進することを目的としています。 

当法律第 13 条第１項で、市町村は「食品ロス削減推進計画」を定めるように努めなけれ

ばならないとされており、この規定に基づき本計画において本市における「食品ロス削減

推進計画」を策定するものとします。 

 

4.1.1 食品ロスとは 

「食品ロス」とは、本来食べられるのに廃棄される食品のことです。平成 27 年の国連サ

ミットで採択された「持続可能な開発のための 2030 アジェンダ」においてもターゲットと

して言及をされており、世界的な重要課題として認識をされています。また、世界の 10人

に１人が栄養不足であることに加え、世界人口は今後増加する見込みであることからも、

深刻な食糧問題が顕在化している現状にあります。そんななか、日本においては、摂取カ

ロリーからみた食料自給率が令和３年度実績で38％であり先進国では最低水準であるにも

関わらず、年間およそ 523 万トンという大量の食品ロスが廃棄されている現状にあります。 

食品ロスは、食糧生産において使用された大量のエネルギーの廃棄と同義であり、また

廃棄された食品ロスの運搬・処理・処分においてもエネルギーが必要で、余分な CO２の排出

にも繋がっています。 

 

4.1.2 関連する法制度-食品リサイクル法の概要- 

国においては、食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律（平成12年法律第116号）

（以下、「食品リサイクル法」という。）を平成 19 年 12 月に改正しています。この法律の

趣旨としては、食品の売れ残りや食べ残し、または食品の製造過程において大量に発生し

ている食品廃棄物について、「①発生抑制と減量化により最終的に処分される量を減少させ

ること」、「②飼料や肥料等の原材料として再生利用するため、食品関連事業者（製造、流

通、外食等）による食品循環資源の再生利用をすること」についての基本方針を定め、食

品関連事業者による取り組みを促進するものとしています。 



4.2 本市における食品ロスの現状と課題 

本市における食品ロスの排出量実績について、収集される生活系燃やせるごみのごみ組

成調査を実施した結果、収集される生活系燃やせるごみ中には手つかず食品が 4.21％、食

べ残しが 6.58％、合計 10.79％と高い割合で排出されている現状にあります。 

ごみ組成調査では、袋が開けられることなく捨てられてしまった食品や、一部分のみし

か食べずに大部分が捨てられてしまった食品などが多く見受けられ、多くの食料や資源、

エネルギーが無駄になっていることがわかります。よってこれらの食品ロスに対して、削

減目標を設定することとします。 

 

 

 

 

  



4.3 基本的な方向と削減目標 

食品ロス削減推進計画の削減目標は、本計画におけるごみ処理基本計画で設定した手つ

かず食品・食べ残しの削減目標と整合させるものとします。 

 

目標① 削減目標 （※第３章 3.6 本市における目標値の設定 再掲） 

ごみ組成調査の結果から、収集される生活系燃やせるごみの中には「手つかず食品・食

べ残し」が 10.79％含まれており、１人１日当たり排出量では 49.2 グラムが含まれている

と算出されました。 

市民意識調査において、「食品ロスが出ないようにしている」という取り組みの日ごろの

実践度合いを調査したところ、「今後もっと実践したい」と回答した市民は でした。

食品ロス削減に関する施策に取り組むことで、この回答割合のうちおよそ７割の の

市民が「いつもしっかり実践する」ようになることを見込み、協力度として設定します。 

よって、収集される生活系燃やせるごみとして排出されている手つかず食品・食べ残し

について、削減対策等の実施度合いが現状のままであった場合の令和 10年度の将来見込値

（単純推計）から、１人１日当たり排出量 を目指します。 

 

 
 

 

 

  



4.4 食品ロス削減に関する施策 

食品ロスの削減は資源保全に資するだけでなく、ごみとして排出されることによる運搬

収集・処理・処分の各工程での資源消費や費用の節減、CO2 排出量の削減へつながります。 

よって本市では、本市において発生する食品ロスの削減によるごみ排出量の削減、資源・

エネルギーの保全を目指し、 について施策を策定し、取

り組んでいくものとします。 

 

 

 

  

食

品
ロ

ス
削
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（１） あらゆる主体での食品ロス削減 

 施策１ 情報発信による普及啓発 

食品ロスの削減には、市民・事業者一人ひとりの食品ロスに対する意識の醸成が必要不

可欠です。本市では、食品ロス削減の普及啓発に向け、食品ロスの削減に効果的な取り組

みや優良事例、本市や県、国における食品ロスの現状、食品ロスの問題点、食品ロス削減

月間等について、様々な媒体で情報発信を行います。 

●広報紙「広報たまの」や出前講座、各種イベント、玉野市ホームページ、玉野市公式

YouTube、玉野市公式 facebook、玉野市公式 Instagram 等の、市民に身近なあらゆる媒

体・手法・機会を通じて広く情報発信をし、市民・事業者の意識の醸成を図ります。 

 

 施策２ 家庭における食品ロス削減の推進 

本市では、収集される生活系燃やせるごみのうち１割は、封を開けられることなく廃棄

された手つかず食品や、一部のみを食べて残りの大部分が廃棄された食べ残しなどの食品

ロスであり、多くの食品がごみとして排出されている現状にあります。市民意識調査にお

いて、食品ロスに関する取り組みの日ごろの実践状況を問う設問を設けました。「いつもし

っかり実践している」「時々実践している。今後もっと実践したい」「実践していない。今

後もっと実践したい」の回答率の合計が 90％を下回る取り組みが５つあり、この５つを普

及啓発の重点施策として設定します。 

 



●家庭で実践可能な以下の食品ロス削減対策について、幅広い年齢層の市民が実践でき

るよう普及啓発を行い、日ごろの習慣づけを図ります。 

 

 

消費期限  賞味期限 

安全に食べられる期限 
（お弁当やケーキ等傷みやすい食品に表示）

 
期限を過ぎたら食べない方がよい期限です 

期限が来る前に食べきりましょう! 

 品質が変わらずに美味しく食べられる期限 
（菓子やカップ麺等傷みにくい食品に表示） 

 
期限を過ぎたら直ちに食べられなくなる 

期限ではありません。 
すぐに捨てるのではなく、食べられるか 
どうか確認する習慣をつけましょう! 

  

 
出来ること 
から実践!! 



 施策３ 外食時における食品ロス削減の推進 

市民意識調査において、外食時の食品ロスに関する取り組みの実践度合いを問う設問を

設けました。「いつもしっかり実践している」の回答率は 68.2％と、図表 4-7 に示す他の取

り組みと比較して高水準な結果となりましたが、「実践していない。今後も実践しない」と

回答した市民も 2.3％程度確認できました。本市では「全国おいしい食べきり運動ネットワ

ーク協議会」に参加しており、3010【サンマル・イチマル】運動（食べ残しをなくすため、

宴会の開始 30 分と閉宴 10 分前には席に戻って食事を楽しむこと）を推進しています。引

き続き 3010 運動の周知を図り、推進をしていくとともに、市内の飲食店等との協力・連携

のもと、各種の食品ロス削減キャンペーンの実施を検討していきます。 

 

 

 施策４ 事業者における食品ロス削減の推進 

食品ロスの削減には、食材や食品の購入場所であるスーパーやコンビニ等の小売店の店

頭にて、食品ロス削減に関する啓発資料の掲示・設置が有効であり、事業者にとっても従

業員の意識の向上や、店舗における廃棄率の減少につながります。本市では店舗で実施で

きる食品ロス削減対策として、事業者に対し食品ロス削減に資する様々な啓発資材の情報

提供を行うことで、事業者だけでなく消費者に対しても食品ロスに対する意識の醸成を図

ります。 

 

 

 

 施策５ 食品リサイクル法の普及啓発 

食品リサイクル法により、食品関連事業者（年間の食品廃棄物発生量：100 トン以上）に

よるリサイクルが進められています。事業者への食品リサイクル法の普及啓発に向け、積

極的に情報提供や啓発を行うとともに、保健所や食品関連団体等と連携した広報活動に努

めます。また、法対象外の事業者によるリサイクル活動を促進するため、支援策（「玉野市

ごみ減量化・資源化協力認定店舗」の登録）等について検討します。  



第５章 生活排水処理基本計画 

5.1 公共用水域の概況 

本市の河川は、古くからかんがい用水として利用されてきた流量の少ない小河川が多く、

上流部には、人口の湖沼も多く整備されています。汚水の公共用水域への流出は水質汚濁

に大きく影響を及ぼすことから、水質汚濁の防止を図ることが必要です。 

本市では、市内 12 河川において一般項目、特殊項目及び健康項目に関する水質測定を行

っています。そのうち、河川における水質汚濁の代表的な指標である BOD の測定結果では、

令和３年度に長谷川で最も高い値が検出されています。 

また、市内 14池沼において一般項目に関する水質測定を行っています。そのうち、海や

湖における水質汚濁の代表的な指標である COD の測定結果では、山田大池・蛭池・丹後池

で高い値が検出されています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

生物化学的酸素要求量（BOD）、化学的酸素要求量（COD） 

 河川水などの有機物質などが酸化・分解される際に消費される酸素量のことで、数値が大き

くなるほど汚濁している(汚れている)ことを示しています。 

 河川では BOD が、湖沼等では COD が対象となります。 

鴨川宇藤木川
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5.2 生活排水処理の現状 

5.2.1 生活排水処理の体制 

本市の生活排水（し尿及び生活雑排水）の処理主体は、以下のとおりです。 

し尿及び浄化槽汚泥については、西清掃センターで処理されています。 

 

 

 

5.2.2 し尿及び浄化槽汚泥の収集・運搬状況 

本市では、市内全域を対象に許可業者によるし尿及び浄化槽汚泥の戸別収集を行ってお

り、その収集・運搬状況については、以下に示すとおりです。 

 

  



5.2.3 生活排水処理フロー 

本市における生活排水処理の流れ（生活排水処理フロー）は、以下に示すとおりです 

 

 

 

  



5.2.4 生活排水処理形態別人口の実績 

本市の過去５年間における生活排水処理形態別人口の実績は、以下に示すとおりです。

令和４年度の計画処理区域内人口は 55,486 人となっています。 

処理形態別人口は、平成 30 年度から令和４年度にかけて、生活雑排水処理人口のうち公

共下水道人口では 1,886 人（▲3.6％）、合併処理浄化槽人口では 861 人（▲35.5％）の減

少、また、生活雑排水未処理人口のうち、計画収集人口では 650 人（▲22.2％）、単独浄化

槽人口では 445 人（▲32.9％）減少しました。 

一方、生活雑排水処理率でみると、いずれの処理形態も人口が減少しているなか、公共

下水道人口の減少幅が特に小さかったことから、令和４年度は 94.3％と、平成 30 年度

（92.8％）より 1.5 ポイントの増加となっています。 

 

 



5.2.5 し尿及び浄化槽汚泥排出量の実績 

本市の過去５年間におけるし尿及び浄化槽汚泥排出量の実績は、以下に示すとおりです。 

令和４年度のし尿及び浄化槽汚泥の排出量は合計で 7,004 キロリットルであり、平成 30

年度（8,577kℓ）以降、減少する傾向にあります。この間の減少量は、1,573 キロリットル

（▲18.3％）となっており、主に公共下水道による水洗化率の向上に伴うし尿等収集人口

の減少によるものと考えられます。 

また、これを種類別にみると、し尿では 853 キロリットル（▲24.9％）の減少、浄化槽

汚泥では 720 キロリットル（▲14.0％）の減少となっており、合併処理浄化槽の普及によ

って年々浄化槽汚泥の割合が高くなっています。 

一方で、し尿及び浄化槽汚泥の１人１日当たり排出量は増加傾向となっています。 

 

 



5.2.6 し尿及び浄化槽汚泥処理の状況 

本市のし尿・浄化槽汚泥を処理する西清掃センター（し尿処理施設）の概要は、以下に

示すとおりです。 

本施設は、昭和 50 年に従来の嫌気性処理方式から、当時としては最新鋭の高度処理であ

る三次処理システムを備えた好気性処理方式に改造し、平成６年度末まで使用しました。

平成７年度からは、し尿、下水処理施設の一元化を図り、前処理及び一次処理を行ったも

のを下水道管へ直接放流しています。また、発生するし渣は、東清掃センター（焼却施設）

に持込み焼却処理しています。 

なお西清掃センターにおける処理量は、前項に示すし尿及び浄化槽汚泥排出量と同値で

す。 

 

 



5.2.7 し尿及び浄化槽汚泥処理経費の推移 

本市の過去５年間のし尿処理経費の推移は、以下に示すとおりです。 

令和４年度のし尿処理経費は、総額 8,160 万円で、その内訳をみると、収集費が 1,632

万円（20.0％）、処理費が 6,528 万円（80.0％）となっています。 

 

 

 

5.2.8 生活排水処理に関する課題 

水質汚濁は、し尿汲み取り世帯やみなし浄化槽世帯において、台所・洗濯・風呂などか

ら排出される生活雑排水が未処理のまま近くの公共用水域に放流されることが原因の一つ

となっており、公共下水道や合併浄化槽等への転換による発生源対策が求められています。 

既定計画目標値の達成状況は図表 5-10 のとおりです。既定計画の令和５年度数値目標に

対しては、令和４年度において達成しています。 

 



本市の生活雑排水処理率は、県内でも上位に位置しています。しかし、岡山市・倉敷市・

早島町・本市を流域とする児島湖は高度経済成長期の水質悪化から、改善に向けての取組

が行われているものの、依然として農業用水に適する基準とされている COD ５㎎/ℓ以下を

達成していません。 

児島湖のみならず、本市ではし尿汲み取り（計画収集）世帯やみなし浄化槽（単独浄化

槽）世帯において、台所・洗濯・風呂などから排出される生活雑排水が未処理のまま近く

の公共用水域に放流されることが、COD や BOD が高い値で検出される原因の一つとなって

おり、公共下水道や浄化槽等への転換による発生源対策が求められています。 

 



5.3 生活排水処理の目標 

5.3.1 処理形態別人口の推計 

本市では、令和５年４月に策定した玉野市総合計画において、下水道整備に関する目標

値を示しています。 

本計画においては、上位計画である玉野市総合計画の目標値を達成しつつ

、 を目指します。 

 

 

 

 



5.3.2 数値目標 

数値目標年度である令和 10 年度に を達成し、計画目標年度の

令和 15 年度に の達成を目指します。 

  

 

5.3.3 し尿及び浄化槽汚泥排出量の推計 

人口の減少と公共下水道の整備に伴ってし尿、浄化槽汚泥ともに減少が見込まれます。

一方、1人１日当たり排出量は増加することが予想されます。 

 

 

 



5.4 目標達成のための施策 

本市において、生活排水の適正処理を推進し河川や湖沼、海域への汚水の流出を抑制す

ることは、将来に向けて本市を取り巻く水環境の保全において大変重要です。 

よって本市では、本市を取り巻く水環境の保全に資する、

の２つを中心に施策を策定し、取り組んでいくものとします。 

 

 

 
  

水

環
境

の
保

全



（１） 生活排水処理施設整備 

 施策１ 公共下水道事業 

下水道の汚水を適正に処理するため、管渠の清掃や補修を行うとともに、処理施設の安

定した処理能力を維持させるために施設の改築・更新を実施します。 

 施策２ 浄化槽設置 

公共下水道事業計画の予定処理区域以外の区域については、合併処理浄化槽の普及を促

進するため、一般家庭に対する補助を継続していきます。 

 施策３ し尿及び浄化槽汚泥処理施設 

本市では、平成７年度から、し尿処理施設と下水処理施設の一元化を図るため、西清掃

センター（し尿処理施設）で、し尿と浄化槽汚泥を混合して処理しており、前処理、好気

性酸化処理及び汚泥処理（一次処理）段階まで行い、その後は下水道管に放流しています。

今後も適切な処理が維持できるよう現状の処理体制を維持します。 

また、施設の老朽化が懸念される西清掃センター（し尿処理施設）の適正処理のため、

運転管理の委託を継続するとともに、施設の更新や広域化、共同化についても検討します。 

 

 

 

  



（２） 意識向上のための啓発 

 施策４ 情報提供の充実 

本市では、広報・啓発用のチラシ配布やホームページなどによって、生活排水対策の必

要性や下水道及び合併処理浄化槽の利用促進について継続的に情報を発信していきます。 

 施策５ 発生源対策の促進 

水切りネットやキッチンストレーナー、キッチンペーパー等の使用、風呂の残り湯の再

利用、浄化槽の適正管理などの情報提供を行い、家庭での生活排水対策の促進を図ります。 

また、市内の主要工場等への立入検査・報告頻度の見直し等の監視・指導を強化し、事

業所においても生活排水対策の促進を図ります。 

 施策６ 水質浄化に対する意識向上 

処理されずに排出される生活雑排水は、身近な水路や側溝等の水質汚濁の要因となって

いるため、水質浄化の

ための「生活排水対策」

の必要性について啓発

し、市民の意識向上を

図ります。 

 

 

 

 

  

 水にやさしい生活を送りましょう 

 

シャンプー、リンスは
適量を守りましょう。

髪の毛などは排水口に目の細
かいネットを張ってキャッチ。

お風呂の残り
湯は洗濯に、
温水なので汚
れ落ちがよくな
ります（衛生
上、すすぎは
水道水で）。

洗剤は計量スプー
ンでしっかり計って。
多く入れても汚れ落
ちがよくなる訳では
ありません。

くず取りネットを取
り付けて、細かいご
みをキャッチ。

トイレは使用後にちょこちょこっ
と掃除しましょう。そうすれば、洗
剤を使ってゴシゴシ掃除する回
数はグーンと少なくてすみます。

台所ではこんなこと

お風呂ではこんなこと 洗濯ではこんなこと

トイレではこんなこと

水切り袋と三角コーナーを
利用して、野菜の切りくずな
どの細かいごみをキャッチ。

残った油は継ぎ足して使ったり、炒
め物に使うなど、できるだけ捨てな
い努力を、やむをえず捨てる際は
新聞紙などに吸わせてから。

米のとぎ汁は植木の水やり
に、養分を含んでいるの
で、よい肥料になります。

食器を洗う前に、油
汚れなどはふき取
ります。

食事や飲み物は必要な分
だけを作り、飲み物は飲み
きれる分だけを注ぐ。

食器を洗う時は洗い桶を使
用し、洗剤は適量を水で薄
めて使います。



 施策７ 生活排水処理施設への接続と浄化槽管理方法の周知 

市民・事業者は、生活排水の排出者であることを認識し、水環境保全の中心的役割を担

っていく必要があります。 

特に、し尿汲み取り（計画収集）及びみなし浄化槽（単独浄化槽）の利用者は、生活雑排

水を衛生的に処理するように、地域の下水道整備状況等に合わせ、公共下水道への早期接

続や合併処理浄化槽への転換等によって適正な処理を行っていくことが重要です。 

行政は、下水道整備を進め、下水道普及率の向上を図るとともに、下水道への接続を推

進します。 

公共用水域の保全を図るため、浄化槽及びみなし浄化槽の設置者に対して、浄化槽の法

定検査や定期的な保守点検・清掃などの必要性について周知徹底を図っていきます。 

 

 単独浄化槽の転換の推進（合併処理浄化槽への転換） 

 トイレのし尿のみを処理する単独処理浄化槽は、台所やお風呂の排水を処理しませ

ん。 

これらの排水も一緒に処理する合併処理浄化槽は、単独処理浄化槽を設置する家庭

に対し、汚れを 1/8 に減らすことができます。 

 台所やお風呂の汚水も一緒に処理する合併処理浄化槽に付け替えましょう。 

市では付け替えに補助金を交付（公共下水道事業計画区域を除く。）しています。 
 

 

 

  



浄化槽は微生物を利用してトイレ排水や生活雑排水をきれいにしています 

～水環境保全のため正しい維持管理(検査・点検等)を行いましょう～ 

◆保守点検 

◆清  掃  

◆法定検査 

  

内 

容 

内 

容 

回 

数 

回 

数 

内 

容 

回 

数 



 施策８ 浄化槽清掃事業者と収集・運搬許可業者への指導 

浄化槽清掃業者については、浄化槽法第４条第８項の規定による浄化槽の清掃、適正な

汚泥の引き抜きを行うよう指導します。 

し尿及び浄化槽汚泥の収集・運搬は、本市が許可する収集・運搬許可業者が市民からの

依頼により行っています。し尿及び浄化槽汚泥は公共下水道の整備・普及に伴い今後も引

き続き減少が見込まれることから、し尿及び浄化槽汚泥の収集運搬業に関する許可は原則

として現状を維持します。 

また、し尿処理施設での処理において、し尿と浄化槽汚泥のバランスの変動が大きいと、

施設の運転が難しくなります。よって、し尿処理施設の安定稼働のため、浄化槽汚泥の清

掃、収集・運搬から搬入に至る運行計画について、業者指導をしていくものとします。 

 

 

 施策９ 生活排水の適正処理 

１．収集・運搬計画 

本土部のし尿及び浄化槽汚泥は、許可業者が収集を担当しており、島しょ部では、許

可業者へ業務委託して収集しています。収集・運搬については、今後も安定かつ効率的

な収集・運搬体制を構築できるように検討していきます。 

 

２．中間処理計画 

本市では、下水道とし尿及び浄化槽汚泥の処理の一元化を図っていることから、今後

も適切な処理が維持できるように、施設の適切な運転管理を実施していきます。 

 

３．資源化・最終処分計画 

本市では、昭和 56 年度から民間業者に委託して、し尿等の処理過程で生ずる汚泥のコ

ンポスト化を図っています。今後も汚泥の資源化を図るため、コンポスト化を民間業者

に委託し、前処理設備より生じるし渣は、東清掃センター（焼却施設）において焼却処

理を行うことにより、適正な処理・処分に努めていくものとします。 

  



 施策 10 その他の事項 

１．災害廃棄物対策 

本市では、災害発生時に対応するため「玉野市災害廃棄物処理計画（R5.3）」を策定し

ています。災害時に避難場所等で発生するし尿等は、衛生面からも早急に収集を行う必

要がありますが、大規模な災害時は収集ルートの分断や、処理施設が稼働できないなど、

本市のみでは対応できない場合も想定されます。必要に応じて、岡山県、（公社)全国都

市清掃会議及び関係業界団体、近隣市町や関係業者などの関係機関との連携を図りなが

ら速やかな回収及び適正処理を行います。 

 

２．諸計画との連携 

し尿及び浄化槽汚泥の排出量は、下水道計画と連動するため、下水道事業に変更が生

じた場合は、本計画への影響等を整理・検討し、必要な計画見直し・対策等を講じてい

きます。また、国の施策あるいは県の計画・条例等の改定などがある場合も、同様に必

要な見直し・対策等を講じます。 

 

３．し尿処理手数料の見直し 

本市では、し尿処理手数料について玉野市廃棄物の減量及び適正処理に関する条例に

おいて設定をしています。このし尿処理手数料について、し尿処理に係る費用に対する

排出者の負担割合の適正化を図るなど、見直しを検討していくものとします。 
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第１章 ごみ排出量等の将来見込み 

1.1 将来推計の手順 

本計画における行政区域内人口及びごみ排出量の将来見込みは、図表 1-1 の手順で算出

しました。なお、採用する推計方法は図表 1-2 に示すとおりであり、過去の実績値の推移

等を勘案したうえで採用をしました。 

削減・資源化対策等の実施度合いが現状のまま推移した（維持された）場合のごみ排出

量の将来見込みとその内訳を、図表 1-5 及び図表 1-6 に示します。なお、それぞれ採用し

た推計式とその推計結果は、図表 1-7～図表 1-9 に示すとおりです。 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

  



1.2 行政区域内人口の将来推計 

1.2.1 既定計画における将来推計人口と実績値の比較 

既定計画において採用した将来推計人口は、「玉野市総合計画（平成 31年４月）」の人口

でした。既定計画策定以降人口は減少傾向にあり、既定計画策定時に設定した将来推計人

口と令和４年度時点の実績を比較すると、1,713 人の差があります。 

 

 

 

1.2.2 本計画において採用した行政区域内人口 

本計画においては、既定計画策定時に設定した将来推計人口の値をそのまま採用するの

ではなく、本計画における上位計画との整合を図りつつも、実態に即した人口を採用する

必要があります。よって、本計画における将来推計人口は住民基本台帳人口（10/1 付人口）

を基にトレンド法を用いて推計を行い、「国立社会保障・人口問題研究所」における人口と、

本計画の上位計画の「玉野市総合計画」における人口の間の数値を採用することとしまし

た。 

●住民基本台帳人口（10/1 付人口） 

⇒環境省が毎年全国の市町村に対して実施する「一般廃棄物処理実態調査」において採

用されている人口です。よって、これをベースとした人口を採用することで、他市町村と

の１人１日当たりごみ排出量等の比較検討においてより正確な比較が可能となります。 

 

●国立社会保障・人口問題研究所の人口（10/1 付人口） 

⇒社会保障及び人口問題に関する調査及び研究を行うことを通じて、国民の福祉向上に

貢献することを目的とし、平成８年 12 月、厚生省人口問題研究所と特殊法人社会保障研究

所との統合により設立された研究機関です。本計画においては出生、死亡、人口移動の影

響を加味した推計値を採用しました。 
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.9

2
4
.7

2
4
.7

2
4
.7

2
4
.7

2
4
.7

2
4
.7

2
4
.7

2
4
.7

2
4
.7

2
4
.7

2
4
.7

 年
間

ご
み

量
5
4
9

6
2
3

6
9
2

7
5
3

7
1
4

8
4
5

8
8
7

1
,3

4
3

1
,1

4
5

9
2
0

6
8
2

6
7
0

6
5
5

6
4
8

6
3
9

6
2
6

6
1
6

6
0
8

5
9
8

5
8
6

5
7
4

直
接

搬
入

ご
み

計
 一

日
ご

み
量

1
.5

1
.7

1
.9

2
.1

2
.0

2
.3

2
.4

3
.7

3
.1

2
.5

1
.9

1
.8

1
.8

1
.8

1
.8

1
.7

1
.7

1
.7

1
.6

1
.6

1
.6

 原
  

単
  

位
2
3
.6

2
7
.1

3
1
.1

3
3
.6

3
2
.3

3
8
.7

4
1
.1

6
3
.3

5
4
.9

4
5
.0

3
3
.8

3
3
.8

3
3
.5

3
3
.6

3
3
.6

3
3
.6

3
3
.5

3
3
.6

3
3
.5

3
3
.5

3
3
.4

 年
間

ご
み

量
1
8
,3

3
6

1
7
,9

2
2

1
7
,8

7
4

1
7
,1

0
2

1
6
,7

0
5

1
6
,3

7
4

1
5
,9

8
6

1
6
,3

4
0

1
6
,5

0
4

1
2
,5

3
0

1
2
,0

5
8

1
1
,7

6
3

1
1
,5

0
3

1
1
,2

4
8

1
1
,0

2
9

1
0
,7

5
6

1
0
,5

1
4

1
0
,2

8
0

1
0
,0

7
7

9
,8

2
1

9
,5

9
7

 一
日

ご
み

量
5
0
.2

4
9
.1

4
8
.8

4
6
.9

4
5
.8

4
4
.9

4
3
.7

4
4
.8

4
5
.2

3
4
.3

3
3
.0

3
2
.2

3
1
.5

3
0
.8

3
0
.1

2
9
.5

2
8
.8

2
8
.2

2
7
.5

2
6
.9

2
6
.3

※
集

団
回

収
除

く
 原

  
単

  
位

7
8
7
.4

7
7
9
.1

8
0
3
.5

7
6
2
.6

7
5
4
.7

7
5
0
.8

7
4
0
.9

7
6
9
.7

7
9
1
.8

6
1
3
.2

5
9
7
.1

5
9
2
.7

5
8
8
.3

5
8
4
.1

5
8
0
.0

5
7
6
.2

5
7
2
.2

5
6
8
.6

5
6
5
.1

5
6
1
.5

5
5
8
.1

燃
や

せ
る

ご
み

 年
間

ご
み

量
3
,0

7
5

3
,3

3
9

3
,4

2
3

3
,4

1
8

3
,2

7
9

3
,3

7
8

3
,2

7
3

3
,1

9
4

3
,0

8
7

5
,1

0
0

5
,0

2
9

4
,9

3
1

4
,8

5
1

4
,7

7
1

4
,7

0
7

4
,6

2
1

4
,5

4
8

4
,4

7
9

4
,4

2
1

4
,3

4
0

4
,2

7
4

 一
日

ご
み

量
8
.4

9
.2

9
.4

9
.4

9
.0

9
.3

8
.9

8
.8

8
.5

1
4
.0

1
3
.7

1
3
.5

1
3
.3

1
3
.1

1
2
.9

1
2
.7

1
2
.5

1
2
.3

1
2
.1

1
1
.9

1
1
.7

不
燃

物
A

 年
間

ご
み

量
5
1
7

4
8
1

4
2
1

1
6
9

2
1
6

1
1
6

4
9
0

1
4
8

1
8
2

1
9
3

1
9
4

1
9
3

1
9
3

1
9
3

1
9
4

1
9
3

1
9
3

1
9
3

1
9
4

1
9
3

1
9
3

 一
日

ご
み

量
1
.4

1
.3

1
.2

0
.5

0
.6

0
.3

1
.3

0
.4

0
.5

0
.5

0
.5

0
.5

0
.5

0
.5

0
.5

0
.5

0
.5

0
.5

0
.5

0
.5

0
.5

不
燃

物
B

 年
間

ご
み

量
3
2

2
5

2
5

2
2

1
4

2
1

3
9
0

4
1

4
3

3
1

2
9

2
9

2
9

2
9

2
9

2
9

2
9

2
9

2
9

2
9

2
9

 一
日

ご
み

量
0
.0

9
0
.0

7
0
.0

7
0
.0

6
0
.0

4
0
.0

6
1
.0

7
0
.1

1
0
.1

2
0
.0

8
0
.0

8
0
.0

8
0
.0

8
0
.0

8
0
.0

8
0
.0

8
0
.0

8
0
.0

8
0
.0

8
0
.0

8
0
.0

8

資
源

ご
み

 年
間

ご
み

量
3
4

3
3

2
9

3
1

3
5

3
1

2
6

1
6

2
0

3
4

3
3

3
3

2
9

2
9

2
9

2
9

2
9

2
9

2
9

2
9

2
9

 一
日

ご
み

量
0
.0

9
0
.0

9
0
.0

8
0
.0

8
0
.1

0
0
.0

8
0
.0

7
0
.0

4
0
.0

5
0
.0

9
0
.0

9
0
.0

9
0
.0

8
0
.0

8
0
.0

8
0
.0

8
0
.0

8
0
.0

8
0
.0

8
0
.0

8
0
.0

8

粗
大

ご
み

 年
間

ご
み

量
0

0
0

0
0

0
0

2
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

 一
日

ご
み

量
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

収
集

ご
み

計
 年

間
ご

み
量

3
,6

5
8

3
,8

7
8

3
,8

9
8

3
,6

4
0

3
,5

4
4

3
,5

4
6

4
,1

7
9

3
,4

0
1

3
,3

3
2

5
,3

5
8

5
,2

8
5

5
,1

8
6

5
,1

0
2

5
,0

2
2

4
,9

5
9

4
,8

7
2

4
,7

9
9

4
,7

3
0

4
,6

7
3

4
,5

9
1

4
,5

2
5

 一
日

ご
み

量
1
0
.0

2
1
0
.6

2
1
0
.6

5
9
.9

7
9
.7

1
9
.7

2
1
1
.4

2
9
.3

2
9
.1

3
1
4
.6

8
1
4
.4

4
1
4
.2

1
1
3
.9

8
1
3
.7

6
1
3
.5

5
1
3
.3

5
1
3
.1

5
1
2
.9

6
1
2
.7

7
1
2
.5

8
1
2
.4

0

燃
や

せ
る

ご
み

 年
間

ご
み

量
1
,4

3
5

1
,4

9
2

1
,3

9
4

1
,3

5
5

1
,3

3
4

1
,6

0
3

1
,4

3
0

1
,6

6
3

1
,7

0
0

8
5
2

8
7
8

9
0
2

9
2
7

9
4
9

9
7
7

9
9
6

1
,0

1
8

1
,0

4
0

1
,0

6
1

1
,0

8
0

1
,0

9
9

 一
日

ご
み

量
3
.9

4
.1

3
.8

3
.7

3
.7

4
.4

3
.9

4
.6

4
.7

2
.3

2
.4

2
.5

2
.5

2
.6

2
.7

2
.7

2
.8

2
.9

2
.9

3
.0

3
.0

不
燃

物
A

 年
間

ご
み

量
1
5
7

5
9
0

1
7
9

1
7
5

6
4
1

3
3
7

8
6
9

2
5
2

2
2

1
0
6

1
0
6

1
0
6

1
0
6

1
0
6

1
0
6

1
0
6

1
0
6

1
0
6

1
0
6

1
0
6

1
0
6

 一
日

ご
み

量
0
.4

1
.6

0
.5

0
.5

1
.8

0
.9

2
.4

0
.7

0
.1

0
.3

0
.3

0
.3

0
.3

0
.3

0
.3

0
.3

0
.3

0
.3

0
.3

0
.3

0
.3

不
燃

物
B

 年
間

ご
み

量
6

2
7

2
8

3
7

5
4

1
6

7
3

4
4

4
4

4
4

4
4

4
4

4

 一
日

ご
み

量
0
.0

2
0
.0

7
0
.0

8
0
.0

1
0
.0

2
0
.0

1
0
.0

1
0
.0

4
0
.0

2
0
.0

1
0
.0

1
0
.0

1
0
.0

1
0
.0

1
0
.0

1
0
.0

1
0
.0

1
0
.0

1
0
.0

1
0
.0

1
0
.0

1

資
源

ご
み

 年
間

ご
み

量
4

8
2

2
2

8
3

8
4

2
4

4
4

4
4

4
4

4
4

4
4

 一
日

ご
み

量
0
.0

1
0
.0

2
0
.0

1
0
.0

1
0
.0

1
0
.0

2
0
.0

1
0
.0

2
0
.0

1
0
.0

1
0
.0

1
0
.0

1
0
.0

1
0
.0

1
0
.0

1
0
.0

1
0
.0

1
0
.0

1
0
.0

1
0
.0

1
0
.0

1

粗
大

ご
み

 年
間

ご
み

量
8
7

7
6

7
8

7
6

7
7

8
0

7
7

7
3

7
6

5
9

5
9

5
8

5
8

5
8

5
9

5
8

5
5

5
5

5
5

5
5

5
5

 一
日

ご
み

量
0
.2

4
0
.2

1
0
.2

1
0
.2

1
0
.2

1
0
.2

2
0
.2

1
0
.2

0
0
.2

1
0
.1

6
0
.1

6
0
.1

6
0
.1

6
0
.1

6
0
.1

6
0
.1

6
0
.1

5
0
.1

5
0
.1

5
0
.1

5
0
.1

5

直
接

搬
入

ご
み

計
 年

間
ご

み
量

1
,6

8
9

2
,1

9
3

1
,6

8
1

1
,6

1
1

2
,0

6
1

2
,0

3
3

2
,3

8
3

2
,0

1
2

1
,8

0
9

1
,0

2
2

1
,0

5
1

1
,0

7
4

1
,0

9
9

1
,1

2
1

1
,1

5
0

1
,1

6
8

1
,1

8
7

1
,2

0
9

1
,2

3
0

1
,2

4
9

1
,2

6
8

 一
日

ご
み

量
4
.6

6
.0

4
.6

4
.4

5
.7

5
.6

6
.5

5
.5

5
.0

2
.8

2
.9

2
.9

3
.0

3
.1

3
.1

3
.2

3
.3

3
.3

3
.4

3
.4

3
.5

 年
間

ご
み

量
5
,3

4
7

6
,0

7
1

5
,5

7
9

5
,2

5
1

5
,6

0
5

5
,5

7
9

6
,5

6
2

5
,4

1
3

5
,1

4
1

6
,3

8
0

6
,3

3
6

6
,2

6
0

6
,2

0
1

6
,1

4
3

6
,1

0
9

6
,0

4
0

5
,9

8
6

5
,9

3
9

5
,9

0
3

5
,8

4
0

5
,7

9
3

 一
日

ご
み

量
1
4
.7

1
6
.6

1
5
.2

1
4
.4

1
5
.4

1
5
.3

1
7
.9

1
4
.8

1
4
.1

1
7
.5

1
7
.3

1
7
.2

1
7
.0

1
6
.8

1
6
.7

1
6
.6

1
6
.4

1
6
.3

1
6
.1

1
6
.0

1
5
.9

 年
間

ご
み

量
1
8
,8

4
6

1
8
,9

8
8

1
8
,7

8
8

1
8
,2

2
4

1
7
,7

4
1

1
7
,8

1
5

1
7
,4

8
3

1
7
,3

0
1

1
7
,3

4
4

1
5
,3

7
8

1
5
,1

4
8

1
4
,8

4
2

1
4
,5

8
2

1
4
,3

2
7

1
4
,1

1
7

1
3
,8

3
7

1
3
,5

9
6

1
3
,3

6
3

1
3
,1

6
4

1
2
,9

0
3

1
2
,6

8
0

 一
日

ご
み

量
5
1
.6

5
2
.0

5
1
.3

4
9
.9

4
8
.6

4
8
.8

4
7
.8

4
7
.4

4
7
.5

4
2
.1

4
1
.4

4
0
.7

4
0
.0

3
9
.3

3
8
.6

3
7
.9

3
7
.3

3
6
.6

3
6
.0

3
5
.4

3
4
.7

 年
間

ご
み

量
1
,3

2
7

1
,7

0
7

1
,4

2
0

1
,0

5
4

1
,5

8
0

1
,1

5
3

1
,6

8
0

1
,2

5
9

9
2
3

5
5
8

5
5
6

5
5
1

5
4
7

5
4
3

5
4
2

5
3
7

5
3
3

5
2
9

5
2
7

5
2
2

5
1
8

 一
日

ご
み

量
3
.6

4
.7

3
.9

2
.9

4
.3

3
.2

4
.6

3
.5

2
.5

1
.5

1
.5

1
.5

1
.5

1
.5

1
.5

1
.5

1
.5

1
.5

1
.4

1
.4

1
.4

 年
間

ご
み

量
5
0
3

4
8
5

4
9
8

4
3
1

4
0
9

4
2
9

8
0
5

5
1
5

6
3
8

2
9
6

2
8
9

2
8
5

2
8
1

2
7
7

2
7
4

2
7
0

2
6
6

2
6
3

2
6
0

2
5
5

2
5
2

 一
日

ご
み

量
1
.4

1
.3

1
.4

1
.2

1
.1

1
.2

2
.2

1
.4

1
.8

0
.8

0
.8

0
.8

0
.8

0
.8

0
.8

0
.7

0
.7

0
.7

0
.7

0
.7

0
.7

 年
間

ご
み

量
2
,4

6
6

2
,2

8
7

2
,1

6
9

2
,0

4
9

1
,9

7
1

1
,8

8
0

1
,7

9
5

1
,7

7
8

1
,7

7
4

1
,8

1
1

1
,7

7
4

1
,7

2
9

1
,6

8
5

1
,6

4
5

1
,6

1
2

1
,5

7
2

1
,5

3
5

1
,5

0
2

1
,4

7
3

1
,4

3
7

1
,4

0
4

 一
日

ご
み

量
6
.8

6
.3

5
.9

5
.6

5
.4

5
.2

4
.9

4
.9

4
.9

5
.0

4
.9

4
.7

4
.6

4
.5

4
.4

4
.3

4
.2

4
.1

4
.0

3
.9

3
.9

 年
間

ご
み

量
5
4
1

5
2
6

5
7
8

5
9
5

6
0
9

6
7
6

7
8
5

9
0
0

9
6
6

8
6
7

6
2
7

6
1
6

6
0
9

5
9
9

5
9
3

5
8
0

5
7
0

5
6
2

5
5
6

5
4
4

5
3
6

 一
日

ご
み

量
1
.5

1
.4

1
.6

1
.6

1
.7

1
.9

2
.1

2
.5

2
.7

2
.4

1
.7

1
.7

1
.7

1
.6

1
.6

1
.6

1
.6

1
.5

1
.5

1
.5

1
.5

 年
間

ご
み

量
2
3
,6

8
3

2
3
,9

9
3

2
3
,4

5
3

2
2
,3

5
3

2
2
,3

1
0

2
1
,9

5
3

2
2
,5

4
8

2
1
,7

5
3

2
1
,6

4
5

1
8
,9

1
0

1
8
,3

9
4

1
8
,0

2
3

1
7
,7

0
4

1
7
,3

9
1

1
7
,1

3
8

1
6
,7

9
6

1
6
,5

0
0

1
6
,2

1
9

1
5
,9

8
0

1
5
,6

6
1

1
5
,3

9
0

 一
日

ご
み

量
6
4
.9

6
5
.7

6
4
.1

6
1
.2

6
1
.1

6
0
.1

6
1
.6

5
9
.6

5
9
.3

5
1
.8

5
0
.3

4
9
.4

4
8
.5

4
7
.7

4
6
.8

4
6
.0

4
5
.2

4
4
.4

4
3
.7

4
2
.9

4
2
.2

 原
  

単
  

位
1
0
1
7
.0

1
0
4
3
.0

1
0
5
4
.2

9
9
6
.8

1
0
0
7
.9

1
0
0
6
.6

1
0
4
5
.0

1
0
2
4
.7

1
0
3
8
.4

9
2
5
.4

9
1
0
.8

9
0
8
.1

9
0
5
.5

9
0
3
.1

9
0
1
.3

8
9
9
.7

8
9
8
.0

8
9
7
.1

8
9
6
.1

8
9
5
.4

8
9
5
.0

 年
間

ご
み

量
1
,6

7
3

1
,5

4
2

1
,4

4
7

1
,3

6
2

1
,2

4
8

1
,1

5
1

1
,0

9
6

8
8
1

8
3
4

7
1
9

6
8
1

6
4
2

6
1
0

5
7
7

5
4
9

5
1
8

4
9
3

4
6
7

4
4
7

4
2
3

4
0
5

集
団

回
収

量
 一

日
ご

み
量

4
.5

8
4
.2

2
3
.9

5
3
.7

3
3
.4

2
3
.1

5
2
.9

9
2
.4

1
2
.2

8
1
.9

7
1
.8

6
1
.7

6
1
.6

7
1
.5

8
1
.5

0
1
.4

2
1
.3

5
1
.2

8
1
.2

2
1
.1

6
1
.1

1

 原
  

単
  

位
7
1
.8

6
7
.0

6
5
.0

6
0
.7

5
6
.4

5
2
.8

5
0
.8

4
1
.5

4
0
.0

3
5
.2

3
3
.7

3
2
.3

3
1
.1

2
9
.9

2
8
.8

2
7
.8

2
6
.8

2
5
.9

2
5
.1

2
4
.3

2
3
.5

 年
間

ご
み

量
2
5
,3

5
6

2
5
,5

3
5

2
4
,9

0
0

2
3
,7

1
5

2
3
,5

5
8

2
3
,1

0
4

2
3
,6

4
4

2
2
,6

3
4

2
2
,4

7
9

1
9
,6

2
9

1
9
,0

7
5

1
8
,6

6
5

1
8
,3

1
4

1
7
,9

6
8

1
7
,6

8
7

1
7
,3

1
4

1
6
,9

9
3

1
6
,6

8
6

1
6
,4

2
7

1
6
,0

8
4

1
5
,7

9
5

 一
日

ご
み

量
6
9
.5

7
0
.0

6
8
.0

6
5
.0

6
4
.5

6
3
.3

6
4
.6

6
2
.0

6
1
.6

5
3
.8

5
2
.1

5
1
.1

5
0
.2

4
9
.2

4
8
.3

4
7
.4

4
6
.6

4
5
.7

4
4
.9

4
4
.1

4
3
.3

 原
  

単
  

位
1
0
8
8
.9

1
1
1
0
.1

1
1
1
9
.3

1
0
5
7
.5

1
0
6
4
.3

1
0
5
9
.4

1
0
9
5
.8

1
0
6
6
.2

1
0
7
8
.4

9
6
0
.5

9
4
4
.5

9
4
0
.5

9
3
6
.7

9
3
3
.0

9
3
0
.2

9
2
7
.5

9
2
4
.9

9
2
2
.9

9
2
1
.1

9
1
9
.6

9
1
8
.6

 年
間

ご
み

量
2
0
,0

0
9

1
9
,4

6
4

1
9
,3

2
1

1
8
,4

6
4

1
7
,9

5
3

1
7
,5

2
5

1
7
,0

8
2

1
7
,2

2
1

1
7
,3

3
8

1
3
,2

4
9

1
2
,7

3
9

1
2
,4

0
5

1
2
,1

1
3

1
1
,8

2
5

1
1
,5

7
8

1
1
,2

7
4

1
1
,0

0
7

1
0
,7

4
7

1
0
,5

2
4

1
0
,2

4
4

1
0
,0

0
2

生
活

系
ご

み
合

計
 一

日
ご

み
量

5
4
.8

2
5
3
.3

2
5
2
.7

9
5
0
.5

9
4
9
.1

9
4
8
.0

1
4
6
.6

7
4
7
.1

8
4
7
.5

0
3
6
.3

0
3
4
.8

1
3
3
.9

9
3
3
.1

8
3
2
.3

9
3
1
.6

3
3
0
.8

9
3
0
.1

6
2
9
.4

4
2
8
.7

5
2
8
.0

7
2
7
.4

0

※
集

団
回

収
含

む
 原

  
単

  
位

8
5
9
.3

8
4
6
.1

8
6
8
.5

8
2
3
.4

8
1
1
.1

8
0
3
.6

7
9
1
.7

8
1
1
.2

8
3
1
.8

6
4
8
.3

6
3
0
.8

6
2
5
.1

6
1
9
.5

6
1
4
.0

6
0
8
.9

6
0
3
.9

5
9
9
.1

5
9
4
.4

5
9
0
.1

5
8
5
.7

5
8
1
.7

 年
間

ご
み

量
1
5
,9

0
8

1
5
,6

7
6

1
5
,7

3
6

1
5
,0

8
6

1
4
,7

7
1

1
4
,5

3
3

1
4
,2

2
0

1
4
,5

8
6

1
4
,7

5
4

1
0
,7

5
5

1
0
,3

2
1

1
0
,0

7
1

9
,8

5
1

9
,6

3
6

9
,4

5
0

9
,2

1
7

9
,0

1
2

8
,8

1
1

8
,6

3
7

8
,4

1
7

8
,2

2
6

家
庭

系
ご

み
合

計
 一

日
ご

み
量

4
3
.5

8
4
2
.9

5
4
3
.0

0
4
1
.3

3
4
0
.4

7
3
9
.8

2
3
8
.8

5
3
9
.9

6
4
0
.4

2
2
9
.4

7
2
8
.2

0
2
7
.5

9
2
6
.9

9
2
6
.4

0
2
5
.8

2
2
5
.2

5
2
4
.6

9
2
4
.1

4
2
3
.6

0
2
3
.0

6
2
2
.5

4

 原
  

単
  

位
6
8
3
.1

6
8
1
.5

7
0
7
.4

6
7
2
.7

6
6
7
.3

6
6
6
.4

6
5
9
.0

6
8
7
.1

7
0
7
.8

5
2
6
.3

5
1
1
.0

5
0
7
.5

5
0
3
.8

5
0
0
.4

4
9
7
.0

4
9
3
.7

4
9
0
.5

4
8
7
.4

4
8
4
.3

4
8
1
.2

4
7
8
.4

 年
間

ご
み

量
5
,3

0
9

6
,0

3
0

5
,5

4
8

5
,2

1
8

5
,5

6
8

5
,5

4
0

6
,5

3
3

5
,3

8
9

5
,1

1
7

6
,3

4
4

6
,2

9
9

6
,2

2
3

6
,1

6
8

6
,1

1
0

6
,0

7
6

6
,0

0
7

5
,9

5
3

5
,9

0
6

5
,8

7
0

5
,8

0
7

5
,7

6
0

事
業

所
ご

み
合

計
 一

日
ご

み
量

1
4
.5

5
1
6
.5

2
1
5
.1

6
1
4
.3

0
1
5
.2

5
1
5
.1

8
1
7
.8

5
1
4
.7

6
1
4
.0

2
1
7
.3

8
1
7
.2

1
1
7
.0

5
1
6
.9

0
1
6
.7

4
1
6
.6

0
1
6
.4

6
1
6
.3

1
1
6
.1

8
1
6
.0

4
1
5
.9

1
1
5
.7

8

 原
  

単
  

位
2
2
8
.0

2
6
2
.1

2
4
9
.4

2
3
2
.7

2
5
1
.5

2
5
4
.0

3
0
2
.8

2
5
3
.8

2
4
5
.5

3
1
0
.4

3
1
1
.9

3
1
3
.6

3
1
5
.5

3
1
7
.3

3
1
9
.5

3
2
1
.8

3
2
4
.0

3
2
6
.7

3
2
9
.2

3
3
2
.0

3
3
5
.0

 年
間

ご
み

量
5
,3

4
7

6
,0

7
1

5
,5

7
9

5
,2

5
1

5
,6

0
5

5
,5

7
9

6
,5

6
2

5
,4

1
3

5
,1

4
1

6
,3

8
0

6
,3

3
6

6
,2

6
0

6
,2

0
1

6
,1

4
3

6
,1

0
9

6
,0

4
0

5
,9

8
6

5
,9

3
9

5
,9

0
3

5
,8

4
0

5
,7

9
3

事
業

系
ご

み
合

計
 一

日
ご

み
量

1
4
.6

5
1
6
.6

3
1
5
.2

4
1
4
.3

9
1
5
.3

6
1
5
.2

8
1
7
.9

3
1
4
.8

3
1
4
.0

8
1
7
.4

8
1
7
.3

1
7
.2

1
7
.0

1
6
.8

1
6
.7

1
6
.6

1
6
.4

1
6
.3

1
6
.1

1
6
.0

1
5
.9

 原
  

単
  

位
2
2
9
.6

2
6
3
.9

2
5
0
.8

2
3
4
.2

2
5
3
.2

2
5
5
.8

3
0
4
.1

2
5
5
.0

2
4
6
.6

3
1
2
.2

3
1
3
.7

0
3
1
5
.4

0
3
1
7
.2

0
3
1
9
.0

0
3
2
1
.3

0
3
2
3
.5

0
3
2
5
.8

0
3
2
8
.5

0
3
3
1
.0

0
3
3
3
.9

0
3
3
6
.9

0

  
 [

t/
日

]

 [
t/

年
]

[g
/
人

/
日

]

 [
t/

年
]

  
 [

t/
日

]

[g
/
人

/
日

]

  
 [

t/
日

]

 [
t/

年
]

注
）

　
端

数
処

理
の

た
め

若
干

の
誤

差
を

含
む

。

[g
/
人

/
日

]

事 業 系 ご み

排
出

量
計

 [
t/

年
]

 [
t/

年
]

[g
/
人

/
日

]

許 可 業 者 収 集 ご み

（ 一 部 直 営 ）

直 接 搬 入 ご み

排 出 量

[g
/
人

/
日

]

 [
t/

年
]

  
 [

t/
日

]

 [
t/

年
]

  
 [

t/
日

]

  
 [

t/
日

]

[g
/
人

/
日

]

 [
t/

年
]

  
 [

t/
日

]

 [
t/

年
]

  
 [

t/
日

]

 [
t/

年
]

 [
t/

年
]

 [
t/

年
]

  
 [

t/
日

]

 [
t/

年
]

  
 [

t/
日

]

 [
t/

年
]

 [
t/

年
]

  
 [

t/
日

]

  
 [

t/
日

]

  
 [

t/
日

]

  
 [

t/
日

]

 [
t/

年
]

  
 [

t/
日

]

 [
t/

年
]

  
 [

t/
日

]

[g
/
人

/
日

]

 [
t/

年
]

  
 [

t/
日

]

不
燃

物
B

燃
や

せ
る

ご
み

不
燃

物
A

事
業

系
ご

み
合

計

粗
大

ご
み

  
 [

t/
日

]

 [
t/

年
]

  
 [

t/
日

]

 [
t/

年
]

  
 [

t/
日

]

[g
/
人

/
日

]

 [
t/

年
]

  
 [

t/
日

]

[g
/
人

/
日

]

総
排

出
量

資
源

ご
み

 [
t/

年
]

  
 [

t/
日

]

生
活

系
ご

み
合

計

 [
t/

年
]

  
 [

t/
日

]

[g
/
人

/
日

]

 [
t/

年
]

  
 [

t/
日

]

[g
/
人

/
日

]

  
 [

t/
日

]

 [
t/

年
]

  
 [

t/
日

]

 [
t/

年
]

  
 [

t/
日

]

生 活 系 ご み

  
 [

t/
日

]

[g
/
人

/
日

]

 [
t/

年
]

  
 [

t/
日

]

 [
t/

年
]

 [
t/

年
]

  
 [

t/
日

]

 [
t/

年
]

[g
/
人

/
日

]

 [
t/

年
]

  
 [

t/
日

]

 [
t/

年
]

  
 [

t/
日

]

[g
/
人

/
日

]

 [
t/

年
]

  
 [

t/
日

]

[g
/
人

/
日

]

行
政

区
域

内
人

口

計
画

処
理

区
域

内
人

口
（

計
画

収
集

人
口

）

 [
t/

年
]

収 集 ご み 直 接 搬 入 ご み

人 口

 [
t/

年
]

  
 [

t/
日

]

[g
/
人

/
日

]

[g
/
人

/
日

]

[g
/
人

/
日

]

[g
/
人

/
日

]

 [
t/

年
]

  
 [

t/
日

]

 [
t/

年
]

  
 [

t/
日

]

  
 [

t/
日

]

[g
/
人

/
日

]

 [
t/

年
]

  
 [

t/
日

]



数
値

目
標

年
度

長
期

目
標

年
度

実
績

←
→

推
計

▼
▼

年
度

R
4

R
5

R
6

R
7

R
8

R
9

R
1

0
R
1
1

R
1
2

R
1
3

R
1
4

R
1

5

Ａ
ｔ/

年
1
5
,3

7
8

1
5
,1

4
8

1
4
,8

4
2

1
4
,5

8
2

1
4
,3

2
7

1
4
,1

1
7

1
3
,8

3
7

1
3
,5

9
6

1
3
,3

6
3

1
3
,1

6
4

1
2
,9

0
3

1
2

,6
8

0

ｔ/
年

1
5
,3

7
8

1
5
,1

4
8

1
4
,8

4
2

1
4
,5

8
2

1
4
,3

2
7

1
4
,1

1
7

1
3
,8

3
7

1
3
,5

9
6

1
3
,3

6
3

1
3
,1

6
4

1
2
,9

0
3

1
2

,6
8

0

ｔ/
年

1
5
,3

7
8

1
5
,1

4
8

1
4
,8

4
2

1
4
,5

8
2

1
4
,3

2
7

1
4
,1

1
7

1
3
,8

3
7

1
3
,5

9
6

1
3
,3

6
3

1
3
,1

6
4

1
2
,9

0
3

1
2

,6
8

0

Ｂ
ｔ/

年
5
5
8

5
5
6

5
5
1

5
4
7

5
4
3

5
4
2

5
3
7

5
3
3

5
2
9

5
2
7

5
2
2

5
1

8

ｔ/
年

5
5
8

5
5
6

5
5
1

5
4
7

5
4
3

5
4
2

5
3
7

5
3
3

5
2
9

5
2
7

5
2
2

5
1

8

ｔ/
年

5
5
8

5
5
6

5
5
1

5
4
7

5
4
3

5
4
2

5
3
7

5
3
3

5
2
9

5
2
7

5
2
2

5
1

8

Ｃ
ｔ/

年
2
9
6

2
8
9

2
8
5

2
8
1

2
7
7

2
7
4

2
7
0

2
6
6

2
6
3

2
6
0

2
5
5

2
5

2

ｔ/
年

2
9
6

2
8
9

2
8
5

2
8
1

2
7
7

2
7
4

2
7
0

2
6
6

2
6
3

2
6
0

2
5
5

2
5

2

ｔ/
年

2
9
6

2
8
9

2
8
5

2
8
1

2
7
7

2
7
4

2
7
0

2
6
6

2
6
3

2
6
0

2
5
5

2
5

2

Ｄ
ｔ/

年
1
,8

1
1

1
,7

7
4

1
,7

2
9

1
,6

8
5

1
,6

4
5

1
,6

1
2

1
,5

7
2

1
,5

3
5

1
,5

0
2

1
,4

7
3

1
,4

3
7

1
,4

0
4

1
0
0
%

ｔ/
年

1
,8

1
1

1
,7

7
4

1
,7

2
9

1
,6

8
5

1
,6

4
5

1
,6

1
2

1
,5

7
2

1
,5

3
5

1
,5

0
2

1
,4

7
3

1
,4

3
7

1
,4

0
4

4
0
.6

%
ｔ/

年
（
7
3
5
）

（
7
2
0
）

（
7
0
2
）

（
6
8
4
）

（
6
6
8
）

（6
5
4
）

（
6
3

8
）

（
6
2
3
）

（
6
1
0
）

（
5
9
8
）

（
5
8
3
）

（
5

7
0

）

ｔ/
年

（
7
3
5
）

（
7
2
0
）

（
7
0
2
）

（
6
8
4
）

（
6
6
8
）

（6
5
4
）

（
6
3

8
）

（
6
2
3
）

（
6
1
0
）

（
5
9
8
）

（
5
8
3
）

（
5

7
0

）

2
7
.8

%
ｔ/

年
（
5
0
3
）

（
4
9
3
）

（
4
8
1
）

（
4
6
8
）

（
4
5
7
）

（4
4
8
）

（
4
3

7
）

（
4
2
7
）

（
4
1
8
）

（
4
0
9
）

（
3
9
9
）

（
3

9
0

）

ｔ/
年

（
5
0
3
）

（
4
9
3
）

（
4
8
1
）

（
4
6
8
）

（
4
5
7
）

（4
4
8
）

（
4
3

7
）

（
4
2
7
）

（
4
1
8
）

（
4
0
9
）

（
3
9
9
）

（
3

9
0

）

8
.8

%
ｔ/

年
（
1
5
9
）

（
1
5
6
）

（
1
5
2
）

（
1
4
8
）

（
1
4
5
）

（1
4
2
）

（
1
3

8
）

（
1
3
5
）

（
1
3
2
）

（
1
3
0
）

（
1
2
6
）

（
1

2
4

）

ｔ/
年

（
1
5
9
）

（
1
5
6
）

（
1
5
2
）

（
1
4
8
）

（
1
4
5
）

（1
4
2
）

（
1
3

8
）

（
1
3
5
）

（
1
3
2
）

（
1
3
0
）

（
1
2
6
）

（
1

2
4

）

1
7
.3

%
ｔ/

年
（
3
1
3
）

（
3
0
7
）

（
2
9
9
）

（
2
9
2
）

（
2
8
5
）

（2
7
9
）

（
2
7

2
）

（
2
6
6
）

（
2
6
0
）

（
2
5
5
）

（
2
4
9
）

（
2

4
3

）

ｔ/
年

（
3
1
3
）

（
3
0
7
）

（
2
9
9
）

（
2
9
2
）

（
2
8
5
）

（2
7
9
）

（
2
7

2
）

（
2
6
6
）

（
2
6
0
）

（
2
5
5
）

（
2
4
9
）

（
2

4
3

）

5
.6

%
ｔ/

年
（
1
0
1
）

（9
8
）

（9
5
）

（
9
3
）

（
9
0
）

（
8
9
）

（
8

7
）

（
8
4
）

（
8
2
）

（
8
1
）

（
8
0
）

（
7
7

）

ｔ/
年

（
1
0
1
）

（9
8
）

（9
5
）

（
9
3
）

（
9
0
）

（
8
9
）

（
8

7
）

（
8
4
）

（
8
2
）

（
8
1
）

（
8
0
）

（
7
7

）

Ｅ
ｔ/

年
8
6
7

6
2
7

6
1
6

6
0
9

5
9
9

5
9
3

5
8
0

5
7
0

5
6
2

5
5
6

5
4
4

5
3

6

1
0
0
%

ｔ/
年

8
6
8

6
2
7

6
1
6

6
0
9

5
9
9

5
9
3

5
8
0

5
7
0

5
6
2

5
5
6

5
4
4

5
3

6

4
8
.1

%
ｔ/

年
（
4
1
7
）

（
3
0
2
）

（
2
9
6
）

（
2
9
3
）

（
2
8
8
）

（2
8
5
）

（
2
7

9
）

（
2
7
4
）

（
2
7
0
）

（
2
6
7
）

（
2
6
2
）

（
2

5
8

）

ｔ/
年

（
4
1
7
）

（
3
0
2
）

（
2
9
6
）

（
2
9
3
）

（
2
8
8
）

（2
8
5
）

（
2
7

9
）

（
2
7
4
）

（
2
7
0
）

（
2
6
7
）

（
2
6
2
）

（
2

5
8

）

5
2
.0

%
ｔ/

年
（
4
5
1
）

（
3
2
5
）

（
3
2
0
）

（
3
1
6
）

（
3
1
1
）

（3
0
8
）

（
3
0

1
）

（
2
9
6
）

（
2
9
2
）

（
2
8
9
）

（
2
8
2
）

（
2

7
8

）

ｔ/
年

（
4
5
1
）

（
3
2
5
）

（
3
2
0
）

（
3
1
6
）

（
3
1
1
）

（3
0
8
）

（
3
0

1
）

（
2
9
6
）

（
2
9
2
）

（
2
8
9
）

（
2
8
2
）

（
2

7
8

）

F
ｔ/

年
1
8

,9
1

0
1
8

,3
9
4

1
8

,0
2
3

1
7

,7
0
4

1
7

,3
9
1

1
7
,1

3
8

1
6
,7

9
6

1
6
,5

0
0

1
6
,2

1
9

1
5
,9

8
0

1
5
,6

6
1

1
5

,3
9

0

G
ｔ/

年
7

1
9

6
8
1

6
4
2

6
1
0

5
7
7

5
4
9

5
1
8

4
9

3
4
6

7
4
4

7
4
2

3
4
0

5

H
ｔ/

年
1
9

,6
2

9
1
9

,0
7
5

1
8

,6
6
5

1
8

,3
1
4

1
7

,9
6
8

1
7
,6

8
7

1
7
,3

1
4

1
6
,9

9
3

1
6
,6

8
6

1
6
,4

2
7

1
6
,0

8
4

1
5

,7
9

5

ｔ/
年

1
6
,2

0
4

1
5
,7

9
7

1
5
,4

7
9

1
5
,2

1
1

1
4
,9

4
5

1
4
,7

2
9

1
4
,4

3
6

1
4
,1

8
5

1
3
,9

4
3

1
3
,7

3
8

1
3
,4

6
5

1
3

,2
3

4

ｔ/
年

1
5
,3

7
8

1
5
,1

4
8

1
4
,8

4
2

1
4
,5

8
2

1
4
,3

2
7

1
4
,1

1
7

1
3
,8

3
7

1
3
,5

9
6

1
3
,3

6
3

1
3
,1

6
4

1
2
,9

0
3

1
2

,6
8

0

ｔ/
年

4
1
7

3
0
2

2
9
6

2
9
3

2
8
8

2
8
5

2
7
9

2
7
4

2
7
0

2
6
7

2
6
2

2
5

8

ｔ/
年

4
1
7

3
0
2

2
9
6

2
9
3

2
8
8

2
8
5

2
7
9

2
7
4

2
7
0

2
6
7

2
6
2

2
5

8

ｔ/
年

3
8
9

3
2
7

3
2
1

3
1
7

3
1
1

3
0
8

3
0
2

2
9
7

2
9
2

2
8
9

2
8
3

2
7

9

ｔ/
年

2
0

2
0

2
0

1
9

1
9

1
9

1
8

1
8

1
8

1
8

1
7

1
7

ｔ/
年

1
6
.0

%
埋

立
②

ｔ/
年

2
,5

8
7

2
,5

2
8

2
,4

7
7

2
,4

3
4

2
,3

9
1

2
,3

5
7

2
,3

1
0

2
,2

7
0

2
,2

3
1

2
,1

9
8

2
,1

5
4

2
,1

1
7

ｔ/
年

8
4
8

7
1
2

7
0
0

6
9
0

6
7
8

6
7
1

6
5
8

6
4
6

6
3
7

6
3
0

6
1
7

6
0

7

ｔ/
年

1
0
1

9
8

9
5

9
3

9
0

8
9

8
7

8
4

8
2

8
1

8
0

7
7

ｔ/
年

1
0
1

9
8

9
5

9
3

9
0

8
9

8
7

8
4

8
2

8
1

8
0

7
7

ｔ/
年

2
9
6

2
8
9

2
8
5

2
8
1

2
7
7

2
7
4

2
7
0

2
6
6

2
6
3

2
6
0

2
5
5

2
5

2

ｔ/
年

4
5
1

3
2
5

3
2
0

3
1
6

3
1
1

3
0
8

3
0
1

2
9
6

2
9
2

2
8
9

2
8
2

2
7

8

ｔ/
年

2
7
.0

%
資

源
①

ｔ/
年

2
2
9

1
9
2

1
8
9

1
8
6

1
8
3

1
8
1

1
7
8

1
7
4

1
7
2

1
7
0

1
6
7

1
6

4

7
3
.0

%
1
0
0
.0

%
ｔ/

年
6
1
9

5
2
0

5
1
1

5
0
4

4
9
5

4
9
0

4
8
0

4
7
2

4
6
5

4
6
0

4
5
0

4
4

3

4
5
.9

%
焼

却
ｔ/

年
3
8
9

3
2
7

3
2
1

3
1
7

3
1
1

3
0
8

3
0
2

2
9
7

2
9
2

2
8
9

2
8
3

2
7

9

5
4
.1

%
埋

立
③

ｔ/
年

2
3
0

1
9
3

1
9
0

1
8
7

1
8
4

1
8
2

1
7
8

1
7
5

1
7
3

1
7
1

1
6
7

1
6

4

ｔ/
年

1
,2

3
8

1
,2

1
3

1
,1

8
3

1
,1

5
2

1
,1

2
5

1
,1

0
2

1
,0

7
5

1
,0

5
0

1
,0

2
8

1
,0

0
7

9
8
2

9
6

0

ｔ/
年

1
,2

3
8

1
,2

1
3

1
,1

8
3

1
,1

5
2

1
,1

2
5

1
,1

0
2

1
,0

7
5

1
,0

5
0

1
,0

2
8

1
,0

0
7

9
8
2

9
6

0

資
源

①
ｔ/

年
7
3
5

7
2
0

7
0
2

6
8
4

6
6
8

6
5
4

6
3
8

6
2
3

6
1
0

5
9
8

5
8
3

5
7

0

資
源

①
ｔ/

年
5
0
3

4
9
3

4
8
1

4
6
8

4
5
7

4
4
8

4
3
7

4
2
7

4
1
8

4
0
9

3
9
9

3
9

0

ｔ/
年

1
5
9

1
5
6

1
5
2

1
4
8

1
4
5

1
4
2

1
3
8

1
3
5

1
3
2

1
3
0

1
2
6

1
2

4

ｔ/
年

1
5
9

1
5
6

1
5
2

1
4
8

1
4
5

1
4
2

1
3
8

1
3
5

1
3
2

1
3
0

1
2
6

1
2

4

資
源

②
ｔ/

年
1
5
9

1
5
6

1
5
2

1
4
8

1
4
5

1
4
2

1
3
8

1
3
5

1
3
2

1
3
0

1
2
6

1
2

4

ｔ/
年

8
7
1

8
6
3

8
5
0

8
3
9

8
2
8

8
2
1

8
0
9

7
9
9

7
8
9

7
8
2

7
7
1

7
6

1

ｔ/
年

3
1
3

3
0
7

2
9
9

2
9
2

2
8
5

2
7
9

2
7
2

2
6
6

2
6
0

2
5
5

2
4
9

2
4

3

資
源

②
ｔ/

年
3
1
3

3
0
7

2
9
9

2
9
2

2
8
5

2
7
9

2
7
2

2
6
6

2
6
0

2
5
5

2
4
9

2
4

3

ｔ/
年

5
5
8

5
5
6

5
5
1

5
4
7

5
4
3

5
4
2

5
3
7

5
3
3

5
2
9

5
2
7

5
2
2

5
1

8

埋
立

①
ｔ/

年
5
5
8

5
5
6

5
5
1

5
4
7

5
4
3

5
4
2

5
3
7

5
3
3

5
2
9

5
2
7

5
2
2

5
1

8

ｔ/
年

2
,6

5
8

2
,5

4
9

2
,4

6
5

2
,3

8
8

2
,3

1
5

2
,2

5
3

2
,1

8
1

2
,1

1
8

2
,0

5
9

2
,0

0
9

1
,9

4
7

1
,8

9
6

％
1
3
.5

%
1
3
.4

%
1
3
.2

%
1
3
.0

%
1
2
.9

%
1
2
.7

%
1
2

.6
%

1
2
.5

%
1
2
.3

%
1
2
.2

%
1
2
.1

%
1

2
.0

%

資
源

①
ｔ/

年
1
,4

6
7

1
,4

0
5

1
,3

7
2

1
,3

3
8

1
,3

0
8

1
,2

8
3

1
,2

5
3

1
,2

2
4

1
,2

0
0

1
,1

7
7

1
,1

4
9

1
,1

2
4

資
源

②
ｔ/

年
4
7
2

4
6
3

4
5
1

4
4
0

4
3
0

4
2
1

4
1
0

4
0
1

3
9
2

3
8
5

3
7
5

3
6

7

ｔ/
年

7
1
9

6
8
1

6
4
2

6
1
0

5
7
7

5
4
9

5
1
8

4
9
3

4
6
7

4
4
7

4
2
3

4
0

5

ｔ/
年

3
,3

7
5

3
,2

7
7

3
,2

1
8

3
,1

6
8

3
,1

1
8

3
,0

8
1

3
,0

2
5

2
,9

7
8

2
,9

3
3

2
,8

9
6

2
,8

4
3

2
,7

9
9

%
1
7
.8

%
1
7
.8

%
1
7
.9

%
1
7
.9

%
1
7
.9

%
1
8
.0

%
1
8

.0
%

1
8
.0

%
1
8
.1

%
1
8
.1

%
1
8
.2

%
1

8
.2

%

埋
立

①
ｔ/

年
5
5
8

5
5
6

5
5
1

5
4
7

5
4
3

5
4
2

5
3
7

5
3
3

5
2
9

5
2
7

5
2
2

5
1

8

埋
立

②
ｔ/

年
2
,5

8
7

2
,5

2
8

2
,4

7
7

2
,4

3
4

2
,3

9
1

2
,3

5
7

2
,3

1
0

2
,2

7
0

2
,2

3
1

2
,1

9
8

2
,1

5
4

2
,1

1
7

埋
立

③
ｔ/

年
2
3
0

1
9
3

1
9
0

1
8
7

1
8
4

1
8
2

1
7
8

1
7
5

1
7
3

1
7
1

1
6
7

1
6

4

処
理

区
　

分

不
燃

性
残

渣
（
破

砕
不

適
物

）

可
燃

性
残

渣

処 理 ・ 処 分 内 訳

選 別 ・ 圧 縮 処 理

最
終

処
分

場

東
清

掃
セ

ン
タ

ー
粗

大
ご

み
処

理
施

設

東
清

掃
セ

ン
タ

ー
ご

み
焼

却
施

設

焼 却 処 理

資
源

ご
み

焼
却

残
渣

（
焼

却
灰

）

資
源

物

処
理

残
渣

可
燃

性
粗

大
ご

み

資
源

ご
み

び
ん

類

東
清

掃
セ

ン
タ

ー
粗

大
ご

み
処

理
施

設

資
源

ご
み

破 砕 処 理

直
接

資
源

化
・
一

時
貯

留

集
団

回
収

量

中
間

処
理

後
資

源
化

量

資
源

ご
み

粗
大

ご
み

燃
や

せ
る

ご
み 可
燃

性
残

渣

西
清

掃
セ

ン
タ

ー
・
し

渣

不
燃

物
A

直 接 資 源 化

ご み 排 出 量

（
可

燃
性

粗
大

ご
み

）

東
清

掃
セ

ン
タ

ー
ご

み
焼

却
施

設

（
不

燃
性

粗
大

ご
み

）

東
清

掃
セ

ン
タ

ー
粗

大
ご

み
処

理
施

設

（
そ

の
他

プ
ラ

ス
チ

ッ
ク

製
容

器
包

装
）

リ
サ

イ
ク

ル
プ

ラ
ザ

（
ペ

ッ
ト
ボ

ト
ル

）

民
間

委
託

（
直

接
資

源
化

）

（
び

ん
） 最
終

処
分

場

粗
大

ご
み

粗
大

ご
み

（
古

紙
）

リ
サ

イ
ク

ル
プ

ラ
ザ

（
缶

類
）

不
燃

性
残

渣
（
破

砕
不

適
物

）

缶
類

資
源

ご
み

古
紙

そ
の

他
プ

ラ
ス

チ
ッ

ク
製

容
器

包
装

ペ
ッ

ト
ボ

ト
ル

不
燃

物
A

一 時 貯 留 直 接 処 分

燃
や

せ
る

ご
み

直
接

最
終

処
分

焼
却

残
渣

（
焼

却
灰

）

最
終

処
分

量

（
最

終
処

分
率

）
（
集

団
回

収
量

除
く
）

資
源

化
（
マ

テ
リ
ア

ル
リ
サ

イ
ク

ル
）

（
資

源
化

率
）
（
集

団
回

収
含

む
）

不
燃

物
B

不
燃

性
粗

大
ご

み

処
理

内
訳

処
理

内
訳

最
終

処
分

場

排
出

量
計

＝
（
A

～
Ｄ

）
の

合
計

集
団

回
収

量

総
排

出
量

＝
（
F
～

G
)の

合
計

東
清

掃
セ

ン
タ

ー
ご

み
焼

却
施

設

東
清

掃
セ

ン
タ

ー
粗

大
ご

み
処

理
施

設

リ
サ

イ
ク

ル
プ

ラ
ザ

民
間

委
託

（
直

接
資

源
化

）

燃
や

せ
る

ご
み

不
燃

物
A

不
燃

物
B

資
源

ご
み

不
燃

物
B

不
燃

物
A



1.3 目標値の設定と目標を達成した場合の将来見込み 

（１）目標値の設定 

本計画において、玉野市総合計画に示される目標値を令和８年度におおむね達成しつつ

も、数値目標年度である令和 10 年度には、玉野市総合計画目標値よりもさらに高い目標値

である、１人１日当たりごみ総排出量 880.2 グラム以下の達成を目指します。この目標値

を達成するため、ごみの削減目標、資源化目標、分別徹底目標を設定しました。（具体的

な考え方は本編 P44～P49 参照） 

 

 

（２）目標を達成した場合の将来見込値 

ごみの削減目標、資源化目標、分別徹底目標を達成した場合のごみ排出量の将来見込み

とその内訳は、図表 1-7 及び図表 1-8 に示すとおりです。 
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3

3
,1

9
4

3
,0

8
7

5
,1

0
0

4
,9

4
1

4
,7

6
0

4
,5

9
2

4
,4

2
4

4
,2

6
8

4
,0

8
8

4
,0

1
5

3
,9

4
2

3
,8

8
0

3
,7

9
6

3
,7

2
3

 一
日

ご
み

量
8
.4

9
.2

9
.4

9
.4

9
.0

9
.3

8
.9

8
.8

8
.5

1
4
.0

1
3
.5

1
3
.0

1
2
.6

1
2
.1

1
1
.7

1
1
.2

1
1
.0

1
0
.8

1
0
.6

1
0
.4

1
0
.2

不
燃

物
A

 年
間

ご
み

量
5
1
7

4
8
1

4
2
1

1
6
9

2
1
6

1
1
6

4
9
0

1
4
8

1
8
2

1
9
3

1
9
4

1
9
3

1
9
3

1
9
3

1
9
4

1
9
3

1
9
3

1
9
3

1
9
4

1
9
3

1
9
3

 一
日

ご
み

量
1
.4

1
.3

1
.2

0
.5

0
.6

0
.3

1
.3

0
.4

0
.5

0
.5

0
.5

0
.5

0
.5

0
.5

0
.5

0
.5

0
.5

0
.5

0
.5

0
.5

0
.5

不
燃

物
B

 年
間

ご
み

量
3
2

2
5

2
5

2
2

1
4

2
1

3
9
0

4
1

4
3

3
1

2
9

2
9

2
9

2
9

2
9

2
9

2
9

2
9

2
9

2
9

2
9

 一
日

ご
み

量
0
.1

0
.1

0
.1

0
.1

0
.0

0
.1

1
.1

0
.1

0
.1

0
.1

0
.1

0
.1

0
.1

0
.1

0
.1

0
.1

0
.1

0
.1

0
.1

0
.1

0
.1

資
源

ご
み

 年
間

ご
み

量
3
4

3
3

2
9

3
1

3
5

3
1

2
6

1
6

2
0

3
4

3
3

3
3

2
9

2
9

2
9

2
9

2
9

2
9

2
9

2
9

2
9

 一
日

ご
み

量
0
.1

0
.1

0
.1

0
.1

0
.1

0
.1

0
.1

0
.0

4
0
.1

0
.1

0
.1

0
.1

0
.1

0
.1

0
.1

0
.1

0
.1

0
.1

0
.1

0
.1

0
.1

粗
大

ご
み

 年
間

ご
み

量
0

0
0

0
0

0
0

2
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

 一
日

ご
み

量
0

0
0

0
0

0
0

0
.0

1
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

収
集

ご
み

計
 年

間
ご

み
量

3
,6

5
8

3
,8

7
8

3
,8

9
8

3
,6

4
0

3
,5

4
4

3
,5

4
6

4
,1

7
9

3
,4

0
1

3
,3

3
2

5
,3

5
8

5
,1

9
7

5
,0

1
5

4
,8

4
3

4
,6

7
5

4
,5

2
0

4
,3

3
9

4
,2

6
6

4
,1

9
3

4
,1

3
2

4
,0

4
7

3
,9

7
4

 一
日

ご
み

量
1
0
.0

1
0
.6

1
0
.7

1
0
.0

9
.7

9
.7

1
1
.4

9
.3

9
.1

1
4
.7

1
4
.2

1
3
.7

1
3
.3

1
2
.8

1
2
.4

1
1
.9

1
1
.7

1
1
.5

1
1
.3

1
1
.1

1
0
.9

燃
や

せ
る

ご
み

 年
間

ご
み

量
1
,4

3
5

1
,4

9
2

1
,3

9
4

1
,3

5
5

1
,3

3
4

1
,6

0
3

1
,4

3
0

1
,6

6
3

1
,7

0
0

8
5
2

8
6
0

8
6
1

8
6
5

8
6
9

8
7
5

8
7
6

8
9
8

9
2
0

9
4
4

9
6
4

9
8
6

 一
日

ご
み

量
3
.9

4
.1

3
.8

3
.7

3
.7

4
.4

3
.9

4
.6

4
.7

2
.3

2
.4

2
.4

2
.4

2
.4

2
.4

2
.4

2
.5

2
.5

2
.6

2
.6

2
.7

不
燃

物
A

 年
間

ご
み

量
1
5
7

5
9
0

1
7
9

1
7
5

6
4
1

3
3
7

8
6
9

2
5
2

2
2

1
0
6

1
0
6

1
0
6

1
0
6

1
0
6

1
0
6

1
0
6

1
0
6

1
0
6

1
0
6

1
0
6

1
0
6

 一
日

ご
み

量
0
.4

1
.6

0
.5

0
.5

1
.8

0
.9

2
.4

0
.7

0
.1

0
.3

0
.3

0
.3

0
.3

0
.3

0
.3

0
.3

0
.3

0
.3

0
.3

0
.3

0
.3

不
燃

物
B

 年
間

ご
み

量
6

2
7

2
8

3
7

5
4

1
6

7
3

4
4

4
4

4
4

4
4

4
4

4

 一
日

ご
み

量
0
.0

2
0
.0

7
0
.0

8
0
.0

1
0
.0

2
0
.0

1
0
.0

1
0
.0

4
0
.0

2
0
.0

1
0
.0

1
0
.0

1
0
.0

1
0
.0

1
0
.0

1
0
.0

1
0
.0

1
0
.0

1
0
.0

1
0
.0

1
0
.0

1

資
源

ご
み

 年
間

ご
み

量
4

8
2

2
2

8
3

8
4

2
4

4
4

4
4

4
4

4
4

4
4

 一
日

ご
み

量
0
.0

1
0
.0

2
0
.0

1
0
.0

1
0
.0

1
0
.0

2
0
.0

1
0
.0

2
0
.0

1
0
.0

1
0
.0

1
0
.0

1
0
.0

1
0
.0

1
0
.0

1
0
.0

1
0
.0

1
0
.0

1
0
.0

1
0
.0

1
0
.0

1

粗
大

ご
み

 年
間

ご
み

量
8
7

7
6

7
8

7
6

7
7

8
0

7
7

7
3

7
6

5
9

5
9

5
8

5
8

5
8

5
9

5
8

5
5

5
5

5
5

5
5

5
5

 一
日

ご
み

量
0
.2

0
.2

0
.2

0
.2

0
.2

0
.2

0
.2

0
.2

0
.2

0
.2

0
.2

0
.2

0
.2

0
.2

0
.2

0
.2

0
.2

0
.2

0
.2

0
.2

0
.2

直
接

搬
入

ご
み

計
 年

間
ご

み
量

1
,6

8
9

2
,1

9
3

1
,6

8
1

1
,6

1
1

2
,0

6
1

2
,0

3
3

2
,3

8
3

2
,0

1
2

1
,8

0
9

1
,0

2
2

1
,0

3
3

1
,0

3
3

1
,0

3
7

1
,0

4
1

1
,0

4
8

1
,0

4
8

1
,0

6
7

1
,0

8
9

1
,1

1
3

1
,1

3
3

1
,1

5
5

 一
日

ご
み

量
4
.6

6
.0

4
.6

4
.4

5
.7

5
.6

6
.5

5
.5

5
.0

2
.8

2
.8

2
.8

2
.8

2
.9

2
.9

2
.9

2
.9

3
.0

3
.0

3
.1

3
.2

 年
間

ご
み

量
5
,3

4
7

6
,0

7
1

5
,5

7
9

5
,2

5
1

5
,6

0
5

5
,5

7
9

6
,5

6
2

5
,4

1
3

5
,1

4
1

6
,3

8
0

6
,2

3
0

6
,0

4
8

5
,8

8
0

5
,7

1
6

5
,5

6
8

5
,3

8
7

5
,3

3
3

5
,2

8
2

5
,2

4
5

5
,1

8
0

5
,1

2
9

 一
日

ご
み

量
1
4
.7

1
6
.6

1
5
.2

1
4
.4

1
5
.4

1
5
.3

1
7
.9

1
4
.8

1
4
.1

1
7
.5

1
7
.0

1
6
.6

1
6
.1

1
5
.7

1
5
.2

1
4
.8

1
4
.6

1
4
.5

1
4
.3

1
4
.2

1
4
.1

 年
間

ご
み

量
1
8
,8

4
6

1
8
,9

8
8

1
8
,7

8
8

1
8
,2

2
4

1
7
,7

4
1

1
7
,8

1
5

1
7
,4

8
3

1
7
,3

0
1

1
7
,3

4
4

1
5
,3

7
8

1
4
,9

3
6

1
4
,4

1
8

1
3
,9

4
3

1
3
,4

7
6

1
3
,0

4
9

1
2
,5

5
6

1
2
,2

1
7

1
1
,8

8
5

1
1
,5

8
8

1
1
,2

3
5

1
0
,9

1
7

 一
日

ご
み

量
5
1
.6

5
2
.0

5
1
.3

4
9
.9

4
8
.6

4
8
.8

4
7
.8

4
7
.4

4
7
.5

4
2
.1

4
0
.8

3
9
.5

3
8
.2

3
6
.9

3
5
.7

3
4
.4

3
3
.5

3
2
.6

3
1
.7

3
0
.8

2
9
.9

 年
間

ご
み

量
1
,3

2
7

1
,7

0
7

1
,4

2
0

1
,0

5
4

1
,5

8
0

1
,1

5
3

1
,6

8
0

1
,2

5
9

9
2
3

5
5
8

5
5
6

5
5
1

5
4
7

5
4
3

5
4
2

5
3
7

5
3
3

5
2
9

5
2
7

5
2
2

5
1
8

 一
日

ご
み

量
3
.6

4
.7

3
.9

2
.9

4
.3

3
.2

4
.6

3
.5

2
.5

1
.5

1
.5

1
.5

1
.5

1
.5

1
.5

1
.5

1
.5

1
.5

1
.4

1
.4

1
.4

 年
間

ご
み

量
5
0
3

4
8
5

4
9
8

4
3
1

4
0
9

4
2
9

8
0
5

5
1
5

6
3
8

2
9
6

2
8
9

2
8
5

2
8
1

2
7
7

2
7
4

2
7
0

2
6
6

2
6
3

2
6
0

2
5
5

2
5
2

 一
日

ご
み

量
1
.4

1
.3

1
.4

1
.2

1
.1

1
.2

2
.2

1
.4

1
.8

0
.8

0
.8

0
.8

0
.8

0
.8

0
.8

0
.7

0
.7

0
.7

0
.7

0
.7

0
.7

 年
間

ご
み

量
2
,4

6
6

2
,2

8
7

2
,1

6
9

2
,0

4
9

1
,9

7
1

1
,8

8
0

1
,7

9
5

1
,7

7
8

1
,7

7
4

1
,8

1
1

1
,8

4
7

1
,8

7
1

1
,8

9
7

1
,9

2
2

1
,9

5
3

1
,9

7
0

1
,9

9
1

2
,0

1
0

2
,0

3
3

2
,0

4
3

2
,0

5
7

 一
日

ご
み

量
6
.8

6
.3

5
.9

5
.6

5
.4

5
.2

4
.9

4
.9

4
.9

5
.0

5
.1

5
.1

5
.2

5
.3

5
.3

5
.4

5
.5

5
.5

5
.6

5
.6

5
.6

 年
間

ご
み

量
5
4
1

5
2
6

5
7
8

5
9
5

6
0
9

6
7
6

7
8
5

9
0
0

9
6
6

8
6
7

6
2
7

6
1
6

6
0
9

5
9
9

5
9
3

5
8
0

5
7
0

5
6
2

5
5
6

5
4
4

5
3
6

 一
日

ご
み

量
1
.5

1
.4

1
.6

1
.6

1
.7

1
.9

2
.1

2
.5

2
.7

2
.4

1
.7

1
.7

1
.7

1
.6

1
.6

1
.6

1
.6

1
.5

1
.5

1
.5

1
.5

 年
間

ご
み

量
2
3
,6

8
3

2
3
,9

9
3

2
3
,4

5
3

2
2
,3

5
3

2
2
,3

1
0

2
1
,9

5
3

2
2
,5

4
8

2
1
,7

5
3

2
1
,6

4
5

1
8
,9

1
0

1
8
,2

5
5

1
7
,7

4
1

1
7
,2

7
7

1
6
,8

1
7

1
6
,4

1
1

1
5
,9

1
3

1
5
,5

7
7

1
5
,2

4
9

1
4
,9

6
4

1
4
,5

9
9

1
4
,2

8
0

 一
日

ご
み

量
6
4
.9

6
5
.7

6
4
.1

6
1
.2

6
1
.1

6
0
.1

6
1
.6

5
9
.6

5
9
.3

5
1
.8

4
9
.9

4
8
.6

4
7
.3

4
6
.1

4
4
.8

4
3
.6

4
2
.7

4
1
.8

4
0
.9

4
0
.0

3
9
.1

 原
  

単
  

位
1
0
1
7
.0

1
0
4
3
.0

1
0
5
4
.2

9
9
6
.8

1
0
0
7
.9

1
0
0
6
.6

1
0
4
5
.0

1
0
2
4
.7

1
0
3
8
.4

9
2
5
.4

9
0
3
.9

8
9
3
.9

8
8
3
.6

8
7
3
.3

8
6
3
.1

8
5
2
.4

8
4
7
.8

8
4
3
.5

8
3
9
.1

8
3
4
.7

8
3
0
.4

 年
間

ご
み

量
1
,6

7
3

1
,5

4
2

1
,4

4
7

1
,3

6
2

1
,2

4
8

1
,1

5
1

1
,0

9
6

8
8
1

8
3
4

7
1
9

6
8
1

6
4
2

6
1
0

5
7
7

5
4
9

5
1
8

4
9
3

4
6
7

4
4
7

4
2
3

4
0
5

集
団

資
源

回
収

量
 一

日
ご

み
量

4
.6

4
.2

4
.0

3
.7

3
.4

3
.2

3
.0

2
.4

2
.3

2
.0

1
.9

1
.8

1
.7

1
.6

1
.5

1
.4

1
.4

1
.3

1
.2

1
.2

1
.1

 原
  

単
  

位
7
1
.8

6
7
.0

6
5
.0

6
0
.7

5
6
.4

5
2
.8

5
0
.8

4
1
.5

4
0
.0

3
5
.2

3
3
.7

3
2
.3

3
1
.1

2
9
.9

2
8
.8

2
7
.8

2
6
.8

2
5
.9

2
5
.1

2
4
.3

2
3
.5

 年
間

ご
み

量
2
5
,3

5
6

2
5
,5

3
5

2
4
,9

0
0

2
3
,7

1
5

2
3
,5

5
8

2
3
,1

0
4

2
3
,6

4
4

2
2
,6

3
4

2
2
,4

7
9

1
9
,6

2
9

1
8
,9

3
6

1
8
,3

8
3

1
7
,8

8
7

1
7
,3

9
4

1
6
,9

6
0

1
6
,4

3
1

1
6
,0

7
0

1
5
,7

1
6

1
5
,4

1
1

1
5
,0

2
2

1
4
,6

8
5

 一
日

ご
み

量
6
9
.5

7
0
.0

6
8
.0

6
5
.0

6
4
.5

6
3
.3

6
4
.6

6
2
.0

6
1
.6

5
3
.8

5
1
.7

5
0
.4

4
9
.0

4
7
.7

4
6
.3

4
5
.0

4
4
.0

4
3
.1

4
2
.1

4
1
.2

4
0
.2

 原
  

単
  

位
1
0
8
8
.9

1
1
1
0
.1

1
1
1
9
.3

1
0
5
7
.5

1
0
6
4
.3

1
,0

5
9
.4

1
,0

9
5
.8

1
,0

6
6
.2

1
,0

7
8
.4

9
6
0
.5

9
3
7
.6

9
2
6
.3

9
1
4
.8

9
0
3
.2

8
9
1
.9

8
8
0
.2

8
7
4
.6

8
6
9
.3

8
6
4
.2

8
5
8
.9

8
5
4
.0

 年
間

ご
み

量
2
0
,0

0
9

1
9
,4

6
4

1
9
,3

2
1

1
8
,4

6
4

1
7
,9

5
3

1
7
,5

2
5

1
7
,0

8
2

1
7
,2

2
1

1
7
,3

3
8

1
3
,2

4
9

1
2
,7

0
6

1
2
,3

3
5

1
2
,0

0
7

1
1
,6

7
8

1
1
,3

9
2

1
1
,0

4
4

1
0
,7

3
7

1
0
,4

3
4

1
0
,1

6
6

9
,8

4
2

9
,5

5
6

生
活

系
ご

み
合

計
 一

日
ご

み
量

5
4
.8

2
5
3
.3

2
5
2
.7

9
5
0
.5

9
4
9
.1

9
4
8
.0

1
4
6
.6

7
4
7
.1

8
4
7
.5

0
3
6
.3

0
3
4
.7

1
3
3
.7

9
3
2
.9

0
3
1
.9

9
3
1
.1

3
3
0
.2

6
2
9
.4

2
2
8
.5

8
2
7
.7

8
2
6
.9

6
2
6
.1

8

※
集

団
回

収
含

む
 原

  
単

  
位

8
5
9
.3

8
4
6
.1

8
6
8
.5

8
2
3
.4

8
1
1
.1

8
0
3
.6

7
9
1
.7

8
1
1
.2

8
3
1
.8

6
4
8
.3

6
2
9
.1

6
2
1
.5

6
1
4
.1

6
0
6
.4

5
9
9
.1

5
9
1
.6

5
8
4
.4

5
7
7
.1

5
7
0
.1

5
6
2
.7

5
5
5
.7

 年
間

ご
み

量
1
5
,9

0
8

1
5
,6

7
6

1
5
,7

3
6

1
5
,0

8
6

1
4
,7

7
1

1
4
,5

3
3

1
4
,2

2
0

1
4
,5

8
6

1
4
,7

5
4

1
0
,7

5
5

1
0
,2

1
5

9
,8

5
9

9
,5

3
3

9
,2

1
2

8
,9

2
3

8
,5

8
9

8
,2

8
6

7
,9

9
0

7
,7

1
9

7
,4

0
9

7
,1

2
7

家
庭

系
ご

み
合

計
 一

日
ご

み
量

4
3
.5

8
4
2
.9

5
4
3
.0

0
4
1
.3

3
4
0
.4

7
3
9
.8

2
3
8
.8

5
3
9
.9

6
4
0
.4

2
2
9
.4

7
2
7
.9

1
2
7
.0

1
2
6
.1

2
2
5
.2

4
2
4
.3

8
2
3
.5

3
2
2
.7

0
2
1
.8

9
2
1
.0

9
2
0
.3

0
1
9
.5

3

 原
  

単
  

位
6
8
3
.1

6
8
1
.5

7
0
7
.4

6
7
2
.7

6
6
7
.3

6
6
6
.4

6
5
9
.0

6
8
7
.1

7
0
7
.8

5
2
6
.3

5
0
5
.8

4
9
6
.8

4
8
7
.6

4
7
8
.4

4
6
9
.3

4
6
0
.1

4
5
1
.0

4
4
1
.9

4
3
2
.8

4
2
3
.6

4
1
4
.5

 年
間

ご
み

量
5
,3

0
9

6
,0

3
0

5
,5

4
8

5
,2

1
8

5
,5

6
8

5
,5

4
0

6
,5

3
3

5
,3

8
9

5
,1

1
7

6
,3

4
4

6
,1

9
3

6
,0

1
1

5
,8

4
7

5
,6

8
3

5
,5

3
5

5
,3

5
4

5
,3

0
0

5
,2

4
9

5
,2

1
2

5
,1

4
7

5
,0

9
6

事
業

所
ご

み
合

計
 一

日
ご

み
量

1
4
.5

5
1
6
.5

2
1
5
.1

6
1
4
.3

0
1
5
.2

5
1
5
.1

8
1
7
.8

5
1
4
.7

6
1
4
.0

2
1
7
.3

8
1
6
.9

2
1
6
.4

7
1
6
.0

2
1
5
.5

7
1
5
.1

2
1
4
.6

7
1
4
.5

2
1
4
.3

8
1
4
.2

4
1
4
.1

0
1
3
.9

6

 原
  

単
  

位
2
2
8
.0

2
6
2
.1

2
4
9
.4

2
3
2
.7

2
5
1
.5

2
5
4
.0

3
0
2
.8

2
5
3
.8

2
4
5
.5

3
1
0
.4

3
0
6
.6

3
0
2
.9

2
9
9
.0

2
9
5
.1

2
9
1
.1

2
8
6
.8

2
8
8
.5

2
9
0
.3

2
9
2
.3

2
9
4
.3

2
9
6
.4

直
接

搬
入

ご
み

 年
間

ご
み

量
1
,6

8
9

2
,8

1
6

2
,3

7
3

2
,3

6
4

2
,7

7
5

2
,8

7
8

3
,2

7
0

3
,3

5
5

2
,9

5
4

1
,9

4
2

1
,7

1
5

1
,7

0
3

1
,6

9
2

1
,6

8
9

1
,6

8
7

1
,6

7
4

1
,6

8
3

1
,6

9
7

1
,7

1
1

1
,7

1
9

1
,7

2
9

 一
日

ご
み

量
4
.6

3
7
.7

2
6
.4

8
6
.4

8
7
.6

0
7
.8

8
8
.9

3
9
.1

9
8
.0

9
5
.3

2
4
.6

9
4
.6

7
4
.6

4
4
.6

3
4
.6

1
4
.5

9
4
.6

1
4
.6

5
4
.6

7
4
.7

1
4
.7

4

人 口

行
政

区
域

内
人

口

計
画

処
理

区
域

内
人

口
（

計
画

収
集

人
口

）

生 活 系 ご み

収 集 ご み

 [
t/

年
]

  
 [

t/
日

]

[g
/
人

/
日

]

 [
t/

年
]

  
 [

t/
日

]

[g
/
人

/
日

]

 [
t/

年
]

  
 [

t/
日

]

[g
/
人

/
日

]

 [
t/

年
]

  
 [

t/
日

]

[g
/
人

/
日

]

直 接 搬 入 ご み

 [
t/

年
]

  
 [

t/
日

]

[g
/
人

/
日

]

 [
t/

年
]

  
 [

t/
日

]

[g
/
人

/
日

]

 [
t/

年
]

  
 [

t/
日

]

[g
/
人

/
日

]

 [
t/

年
]

  
 [

t/
日

]

[g
/
人

/
日

]

 [
t/

年
]

  
 [

t/
日

]

 [
t/

年
]

  
 [

t/
日

]

[g
/
人

/
日

]

 [
t/

年
]

  
 [

t/
日

]

[g
/
人

/
日

]

 [
t/

年
]

生
活

系
ご

み
合

計
  

 [
t/

日
]

[g
/
人

/
日

]

 [
t/

年
]

  
 [

t/
日

]

[g
/
人

/
日

]

  
 [

t/
日

]

 [
t/

年
]

  
 [

t/
日

]

 [
t/

年
]

[g
/
人

/
日

]

事 業 系 ご み

許 可 業 者 収 集 ご み

（ 一 部 直 営 ）

 [
t/

年
]

  
 [

t/
日

]

 [
t/

年
]

  
 [

t/
日

]

 [
t/

年
]

  
 [

t/
日

]

 [
t/

年
]

 [
t/

年
]

  
 [

t/
日

]

 [
t/

年
]

  
 [

t/
日

]

  
 [

t/
日

]

直 接 搬 入 ご み

 [
t/

年
]

  
 [

t/
日

]

 [
t/

年
]

  
 [

t/
日

]

 [
t/

年
]

  
 [

t/
日

]

 [
t/

年
]

  
 [

t/
日

]

事
業

系
ご

み
合

計
 [

t/
年

]

  
 [

t/
日

]

排 出 量

燃
や

せ
る

ご
み

 [
t/

年
]

  
 [

t/
日

]

不
燃

物
A

資
源

ご
み

 [
t/

年
]

  
 [

t/
日

]

粗
大

ご
み

 [
t/

年
]

 [
t/

年
]

  
 [

t/
日

]

不
燃

物
B

 [
t/

年
]

  
 [

t/
日

]

[g
/
人

/
日

]

 [
t/

年
]

  
 [

t/
日

]

[g
/
人

/
日

]

 [
t/

年
]

  
 [

t/
日

]

 [
t/

年
]

排
出

量
計

  
 [

t/
日

]

  
 [

t/
日

]

  
 [

t/
日

]

 [
t/

年
]

[g
/
人

/
日

]

 [
t/

年
]

[g
/
人

/
日

]

 [
t/

年
]

  
 [

t/
日

]

[g
/
人

/
日

]

 [
t/

年
]

  
 [

t/
日

]

総
排

出
量

  
 [

t/
日

]

[g
/
人

/
日

]

注
）

　
端

数
処

理
の

た
め

若
干

の
誤

差
を

含
む

。



数
値

目
標

年
度

長
期

目
標

年
度

実
績

←
→

推
計

▼
▼

年
度

R
4

R
5

R
6

R
7

R
8

R
9

R
1

0
R
1
1

R
1
2

R
1
3

R
1
4

R
1

5

Ａ
ｔ/

年
1
5
,3

7
8

1
4
,9

3
6

1
4
,4

1
8

1
3
,9

4
3

1
3
,4

7
6

1
3
,0

4
9

1
2
,5

5
6

1
2
,2

1
7

1
1
,8

8
5

1
1
,5

8
8

1
1
,2

3
5

1
0

,9
1

7

ｔ/
年

1
5
,3

7
8

1
4
,9

3
6

1
4
,4

1
8

1
3
,9

4
3

1
3
,4

7
6

1
3
,0

4
9

1
2
,5

5
6

1
2
,2

1
7

1
1
,8

8
5

1
1
,5

8
8

1
1
,2

3
5

1
0

,9
1

7

ｔ/
年

1
5
,3

7
8

1
4
,9

3
6

1
4
,4

1
8

1
3
,9

4
3

1
3
,4

7
6

1
3
,0

4
9

1
2
,5

5
6

1
2
,2

1
7

1
1
,8

8
5

1
1
,5

8
8

1
1
,2

3
5

1
0

,9
1

7

Ｂ
ｔ/

年
5
5
8

5
5
6

5
5
1

5
4
7

5
4
3

5
4
2

5
3
7

5
3
3

5
2
9

5
2
7

5
2
2

5
1

8

ｔ/
年

5
5
8

5
5
6

5
5
1

5
4
7

5
4
3

5
4
2

5
3
7

5
3
3

5
2
9

5
2
7

5
2
2

5
1

8

ｔ/
年

5
5
8

5
5
6

5
5
1

5
4
7

5
4
3

5
4
2

5
3
7

5
3
3

5
2
9

5
2
7

5
2
2

5
1

8

Ｃ
ｔ/

年
2
9
6

2
8
9

2
8
5

2
8
1

2
7
7

2
7
4

2
7
0

2
6
6

2
6
3

2
6
0

2
5
5

2
5

2

ｔ/
年

2
9
6

2
8
9

2
8
5

2
8
1

2
7
7

2
7
4

2
7
0

2
6
6

2
6
3

2
6
0

2
5
5

2
5

2

ｔ/
年

2
9
6

2
8
9

2
8
5

2
8
1

2
7
7

2
7
4

2
7
0

2
6
6

2
6
3

2
6
0

2
5
5

2
5

2

Ｄ
ｔ/

年
1
,8

1
1

1
,8

4
7

1
,8

7
1

1
,8

9
7

1
,9

2
2

1
,9

5
3

1
,9

7
0

1
,9

9
1

2
,0

1
0

2
,0

3
3

2
,0

4
3

2
,0

5
7

1
0
0
%

ｔ/
年

1
,8

1
1

1
,8

4
7

1
,8

7
1

1
,8

9
7

1
,9

2
2

1
,9

5
3

1
,9

7
0

1
,9

9
1

2
,0

1
0

2
,0

3
3

2
,0

4
3

2
,0

5
7

4
0
.6

%
ｔ/

年
（
7
3
5
）

（
7
5
0
）

（
7
6
0
）

（
7
7
0
）

（
7
8
0
）

（7
9
3
）

（
8
0

0
）

（
8
0
8
）

（
8
1
6
）

（
8
2
5
）

（
8
2
9
）

（
8

3
5

）

ｔ/
年

（
7
3
5
）

（
7
5
0
）

（
7
6
0
）

（
7
7
0
）

（
7
8
0
）

（7
9
3
）

（
8
0

0
）

（
8
0
8
）

（
8
1
6
）

（
8
2
5
）

（
8
2
9
）

（
8

3
5

）

2
7
.8

%
ｔ/

年
（
5
0
3
）

（
5
1
3
）

（
5
2
0
）

（
5
2
7
）

（
5
3
4
）

（5
4
3
）

（
5
4

8
）

（
5
5
3
）

（
5
5
9
）

（
5
6
5
）

（
5
6
8
）

（
5

7
2

）

ｔ/
年

（
5
0
3
）

（
5
1
3
）

（
5
2
0
）

（
5
2
7
）

（
5
3
4
）

（5
4
3
）

（
5
4

8
）

（
5
5
3
）

（
5
5
9
）

（
5
6
5
）

（
5
6
8
）

（
5

7
2

）

8
.8

%
ｔ/

年
（
1
5
9
）

（
1
6
3
）

（
1
6
5
）

（
1
6
7
）

（
1
6
9
）

（1
7
2
）

（
1
7

3
）

（
1
7
5
）

（
1
7
7
）

（
1
7
9
）

（
1
8
0
）

（
1

8
1

）

ｔ/
年

（
1
5
9
）

（
1
6
3
）

（
1
6
5
）

（
1
6
7
）

（
1
6
9
）

（1
7
2
）

（
1
7

3
）

（
1
7
5
）

（
1
7
7
）

（
1
7
9
）

（
1
8
0
）

（
1

8
1

）

1
7
.3

%
ｔ/

年
（
3
1
3
）

（
3
2
0
）

（
3
2
4
）

（
3
2
8
）

（
3
3
3
）

（3
3
8
）

（
3
4

1
）

（
3
4
4
）

（
3
4
8
）

（
3
5
2
）

（
3
5
3
）

（
3

5
6

）

ｔ/
年

（
3
1
3
）

（
3
2
0
）

（
3
2
4
）

（
3
2
8
）

（
3
3
3
）

（3
3
8
）

（
3
4

1
）

（
3
4
4
）

（
3
4
8
）

（
3
5
2
）

（
3
5
3
）

（
3

5
6

）

5
.6

%
ｔ/

年
（
1
0
1
）

（
1
0
1
）

（
1
0
2
）

（
1
0
5
）

（
1
0
6
）

（1
0
7
）

（
1
0

8
）

（
1
1
1
）

（
1
1
0
）

（
1
1
2
）

（
1
1
3
）

（
1

1
3

）

ｔ/
年

（
1
0
1
）

（
1
0
1
）

（
1
0
2
）

（
1
0
5
）

（
1
0
6
）

（1
0
7
）

（
1
0

8
）

（
1
1
1
）

（
1
1
0
）

（
1
1
2
）

（
1
1
3
）

（
1

1
3

）

Ｅ
ｔ/

年
8
6
7

6
2
7

6
1
6

6
0
9

5
9
9

5
9
3

5
8
0

5
7
0

5
6
2

5
5
6

5
4
4

5
3

6

1
0
0
%

ｔ/
年

8
6
8

6
2
7

6
1
6

6
0
9

5
9
9

5
9
3

5
8
0

5
7
0

5
6
2

5
5
6

5
4
4

5
3

6

4
8
.1

%
ｔ/

年
（
4
1
7
）

（
3
0
2
）

（
2
9
6
）

（
2
9
3
）

（
2
8
8
）

（2
8
5
）

（
2
7

9
）

（
2
7
4
）

（
2
7
0
）

（
2
6
7
）

（
2
6
2
）

（
2

5
8

）

ｔ/
年

（
4
1
7
）

（
3
0
2
）

（
2
9
6
）

（
2
9
3
）

（
2
8
8
）

（2
8
5
）

（
2
7

9
）

（
2
7
4
）

（
2
7
0
）

（
2
6
7
）

（
2
6
2
）

（
2

5
8

）

5
2
.0

%
ｔ/

年
（
4
5
1
）

（
3
2
5
）

（
3
2
0
）

（
3
1
6
）

（
3
1
1
）

（3
0
8
）

（
3
0

1
）

（
2
9
6
）

（
2
9
2
）

（
2
8
9
）

（
2
8
2
）

（
2

7
8

）

ｔ/
年

（
4
5
1
）

（
3
2
5
）

（
3
2
0
）

（
3
1
6
）

（
3
1
1
）

（3
0
8
）

（
3
0

1
）

（
2
9
6
）

（
2
9
2
）

（
2
8
9
）

（
2
8
2
）

（
2

7
8

）

F
ｔ/

年
1
8

,9
1

0
1
8

,2
5
5

1
7

,7
4
1

1
7

,2
7
7

1
6

,8
1
7

1
6
,4

1
1

1
5
,9

1
3

1
5
,5

7
7

1
5
,2

4
9

1
4
,9

6
4

1
4
,5

9
9

1
4

,2
8

0

G
ｔ/

年
7

1
9

6
8
1

6
4
2

6
1
0

5
7
7

5
4
9

5
1
8

4
9

3
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第２章 生活排水処理形態別人口等の将来見込み 

2.1 将来推計の手順及び将来見込み 

生活排水処理形態別人口及びし尿・浄化槽汚泥量の将来見込みは図表 2-1 に示す手順で

算出しており、その将来見込みを図表 2-2 に示します。なお行政区域内人口は３月末人口

であり、ごみ処理基本計画で推計した方法と同様の手法で推計を行っています。 

行政区域内人口、合併処理浄化槽人口、し尿排出量及び浄化槽汚泥排出量の将来推計で

採用する推計方法は前述の図表 1-2 に示すとおりであり、過去の実績値の推移等を勘案し

たうえで採用をしました。 
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第３章 市民・事業者意識調査 

3.1 市民・事業者意識調査設問及び意識調査結果 

市民意識調査及び事業者意識調査を、本計画本編 P21 に記載のとおり実施しました。市

民及び事業者に送付した調査票を、図表 3-1～図表 3-2 に示します。また、意識調査の結

果を図表 3-3～図表 3-4 に示します。 

 



 
 



 



 



 
 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



第４章 ごみ組成調査 

4.1 ごみ組成調査状況写真及び内容物写真 

ごみ組成調査を、本計画本編 P26 に記載のとおり実施しました。ごみ組成調査時の状況

写真と各検体の内容物写真を図表 4-1～図表 4-3 に示します。 

 

検体展開状況 

  

適正排出 

古紙類に出せない紙 紙おむつ 

  

削減可能 

手つかず食品 食べ残し 

  

資源化可能 

古紙類 容器包装プラ 

  
 



検体展開状況 

  

適正排出 

容器包装プラ レジ袋 

  

資源化可能 

容器包装プラ（汚れたもの） 紙箱類 

  

分別間違い 

プラスチック製品（厚さ 2mm 以上） その他可燃物 

  

 



検体展開状況 

  

適正排出 

プラスチック製品（厚さ 2mm 以上） 金属類 

  

資源化可能 

容器包装プラ（汚れたもの） レジ袋（汚れたもの） 

  

分別間違い 

陶器・ガラス類 小型家電（コードが長い） 

  
 


